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午前九時〇〇分開議 

○議長（髙野正君） おはようございます。ただいまの出席議員数は１０人です。定足数

に達していますので、これから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 一般質問の順序は、お手元に配付のとおりです。 

 ９番、田渕議員の質問を許します。９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） おはようございます。１２月議会に当たり、議長のお許しを得ま

したので、通告に従いまして一般質問に入らせていただきます。 

 １つ目、煙樹ヶ浜松林の林相の遷移について。 

 さて、この質問、９月の質問でもう少し議論しておくべきだったと思う部分について２

つほどお伺いしますので、よろしくお願いします。 

 確認として、９月議会の質問では、我が町は煙樹ヶ浜松林再生計画にのっとって保護育

成を行う考えであり、保安林保護育成会の役員に機会を見て再度本計画の概要を説明し、

改めて理解していただくとのことであります。そのことについては何の異論もなく、応援

もさせてもらいます。 

 お伺いしたい１つ目は、まず雑木の繁茂についてでありますが、ご答弁では、広葉樹林

化が相当進んだ林帯が多くなる、また、広葉樹の伐採の要望もいただいているが、広葉樹

にも保安林機能を持っていること、伐採に係る労力やコスト、保安林規制などから現状の

ままにあることから、現状認識はされておられると判断させてもらいます。 

 その上で、１つ目として、林相の遷移というものについてどのような見解を持つのかと

いうことをお伺いします。遷移という言葉を電子辞書で引くと、１つ、移り変わること、

２、一定の土地の植物群落が時間の経過に伴って不可逆的に変わっていくという現象、草

原であったものはやがて森林となる類い、最終的に安定する状態を極相というと説明がご

ざいます。林相の遷移、いわゆる林相は不可逆的に移り変わり、極相に至るということで

あります。 

 すみません、ちょっと文章が長くなりますので省略します。 

 今、吉原公園で防災対策治山事業を行っており、過日、議長杯のゲートボール大会の折

に、休日で休んでいたので中に入って見せてもらってきました。以前、繁田議員が、公園

は茂り過ぎているのではないかと質問されました。そのとおりで、雑木が伐採された公園

を見ると、昔の松林の思いがよみがえってきます。治山事業であるということは、あの状

態を保安林、防潮林と判断しているということであるかと思います。 

 それらのことを話させてもらって質問ですが、広葉樹にも保安林機能を持っているとい

う９月議会のご答弁どおりだとすると、鬱蒼と茂った森が今後増加してくるということに

なりますが、それでよしとするのか、それとも、松林はあくまでも人工林で、９月議会で

伐採に係る労力やコストということも当然視野に入れなければなりませんが、整備され始
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めた吉原公園の状態に持っていくべきと考えるのか、町長のお考えをお聞かせください。 

 次に、植樹した松の間伐についてであります。 

 ９月議会の質問で、植林した箇所は松の純林として守っていくべきではないかとお伺い

しました。ご答弁として、煙樹ヶ浜松林一体の南端部分は希少価値とも言える松の純林で

ある。今後、その保全に努めるとともに、植樹した林帯は長期的な視点での育成を図ると

のご答弁をいただきました。また、１㏊当たり１万本を植樹してきたが、段階的に１㏊当

たり３，０００本、最終的にはそれ以上にしていければとのことであります。さらに、本

年度も県林業試験場や日高振興局林務課との現地検分を行い、各所ごとに本数調査の適正

を判断するとのことでありました。そのご答弁に異論があるわけではありません。議会だ

よりの写真にも掲載しましたが、箇所によっては植林したままで、既に下枝が混み合って

枯れ始めている箇所があります。ボランティア活動だけでなく、事業として本格的に間伐

をしなければいけない箇所があるのではと思うのだが、いかがでしょうか。 

 さらに、森下町長になって、下草を刈るようになって見通しがよくなったという話はさ

せてもらいました。完璧とは申しませんが、ある程度下草を刈るときに細い雑木を切って

いれば、松の純林として管理できるのであります。 

 さらに、植樹した箇所のそばに既にある雑木は、植樹した木が大きくなるに従って伐採

するとしてはいかがと思うのでありますが、お考えをお聞かせください。 

 さらに、もし県林業試験場や日高振興局林務課との現地検分が行われ、その結果が出て

いるのなら、機会ですのでその結果をお聞かせください。 

 以上、よろしくご答弁お願いします。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） おはようございます。 

 田渕議員の１点目でございます。煙樹ヶ浜保安林についてのご質問の中で、まずは鬱蒼

とした森が今後増加するのをよしとするのか、それとも整備され始めた吉原公園の状態に

持っていくべきかにお答えいたします。 

 ９月議会におきましてもご答弁のとおり、広葉樹林化が相当程度発達している林帯を松

の純林に転換することに関しましては、広葉樹の皆伐に要するコストや残ったわずかな松

への松くい虫被害、その結果として林帯自体が消滅してしまうかもしれないという危険性、

さらには損なわれた防潮機能の再生には長い年月を要するといったことなどを考慮すると、

賢明な選択ではないと考えてございます。 

 一方、吉原公園に隣接している林帯におきましては、治山事業によりましてクスノキな

どの広葉樹の伐採が完了し、林内は以前に比べ相当明るくなり、景観もよくなったと実感

してございます。 

 鬱蒼と茂った森が増加していくことをよしとするのか、整備された吉原公園付近の状態

をよしとするのかとのご質問でございますが、私が子どものころと比べますと林相は随分

と変わったものでございます。これからは、松の純林として親しみ大切にする部分と、広
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葉樹林や混交林として容認する部分とを区別して管理していかなければならないと考えて

ございます。 

 自然の植生遷移の過程での松の位置づけに関しましては、９月議会でご答弁申し上げて

おりますので省略いたしますが、松を守るためにほかの樹木を排除するという人為的管理

の意義は理解いたしますが、松は常に松くい虫被害のリスクを抱えており、保安林機能が

将来へ継承できなくなるということも、あってはならないものでございます。現林帯の混

成状況下では慎重に判断せざるを得ません。 

 続きまして、２点目、ボランティア活動だけではなく、事業として本格的に間伐をしな

ければならない箇所があると思うが、そして３つ目が、県林業試験場や日高振興局との現

地検分が行われ、結果が出ているのなら結果をにつきまして、あわせてお答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、ボランティア活動だけでなく、事業として間伐をしなければなら

ない箇所があるということは認識してございます。 

 これまで、第１若もの広場の西側や本ノ脇三叉路東側の林帯などにおきまして、２月の

松の日に、また、新浜さざなみ荘の西側の林帯おきましては松原小学校４年生の授業の一

環といたしまして、それぞれ枯れ上がった下枝の処理や間伐を行っていただきました。 

 これら平成１５年から平成１８年にかけて植樹された林帯については、松の成長ととも

に、町が適期と見きわめた上で今後は公共事業として段階的に間伐を実施していかなけれ

ばならないものであり、第２回目の間伐時期につきましては、先月２８日でありますが、

日高振興局林務課の方々とも現地の状況を確認し、協議したところでございます。 

 このうち、第１若もの広場と本ノ脇三叉路の２つの林帯に関しましては、いましばらく

樹木の成長を観察していくとの結論に至り、２年後に再度状況を確認することとし、新浜

さざなみ荘の西側につきましては適期と判断し、来年２月以降、町の保安林作業員により

まして間伐を行う予定でございます。 

 続きまして、煙樹ヶ浜保安林保護育成会の皆様により平成２３年２月松の日に抵抗性ク

ロマツを約９００本植樹していただきまして和田祭りのお旅所南側の林帯に関してでござ

います。この林帯につきましては、３年前にも県担当課に間伐の適期につきましてご相談

し、その当時はまだ早いとの結論に至った経緯がございますが、現在は樹高がおおむね５

ｍ、胸高直径がおおむね８㎝というところまで成長しており、先ほど申し上げました先月

の２８日に、現地検分におきまして第１回目の間伐を要すると判断いたしました。このこ

とから、来年２月松の日におきまして煙樹ヶ浜保安林保護育成会の皆様のお力をおかりし、

劣勢木の伐採を優先するとともに、全体の本数密度につきましても十分考慮した間伐を行

うよう考えてございます。 

 近年、住民の皆様により植樹していただいた箇所につきましては、今となっては貴重な

存在である松の純林でございます。健全な松林の形成、住民の皆様が他に誇れるような松

林の形成については、樹木の成長に合わせた人為的な管理が長い年月の間、必要とされま

す。議員からお聞きしました千本立ちになって、もう幹も太くならないという言葉、その
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とおりかと存じます。将来、下枝が枯れ上がり過密で脆弱な松林となるのを防ぐため、９

月議会でもご答弁申し上げましたが、必死で守っていく、その考えに変わりはございませ

ん。 

○議長（髙野正君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 再質問に入らせていただきます。 

 ちょっと前後しますけれども、間伐が必要であるという部分について、また林務課なり

林業試験場の話は了解しました。十分それで満足します。 

 私、議会だよりに載せた下枝の枯れた木だという、和田のお祭りの御旅所のところの写

真なんですが、あそこへ入ったら随分と枯れているなと。それから一つ、こういう話をさ

せてもらいます。 

 私、この４日から４日間ほど研修に行ってきました。その中でＮＰＯ法人土佐の森とい

う理事長をされている中嶋健造先生という方が講師でおられました。その方に終わってか

ら話を名刺を渡して聞いたんですけれども、この方は本当の銘木を育てるほうの講師の先

生なんですけれども、うちとこには煙樹ヶ浜という松林がある、これをどうやって管理を

していったらいいんでしょうかという話をしてもらいました。そのときには、松は杉やヒ

ノキとは違うことは違いますけれどもという前提を置いて、ただ、人工林というのはあく

までも人工林であって、管理していかなだめですよということが１点と、それで、いま一

つ、木の中が空洞になって枯れるというのは、枯れ枝が普通、枝打ちをすっとしてしもう

たら巻いてしまいますけれども、あれ、枯れ枝が出てきて、そこからよう巻き込まん場合

にそこから菌が入って中が空洞になるんやと。そやから、そこのところ、枯れ枝をなるべ

くつくらんようにするほうが森は健全ですよというお話をしてくれました。とにかく、中

が空洞になって枯れるということはそういう理屈になるんやなということ、一つええ勉強

になったと思いますので披露しておきます。 

 それから、肝心な話ですけれども、鬱蒼と茂った森、私、文章の中で全体を松の純林に

転換するべきであるというつもりは言っていませんよ。雑木がまじっているのもええ部分

はええと思うし、町長の意見もそうです。ただ、鬱蒼と茂ったところを松の純林にしよう

というようなつもりはございません。ただ、説明文に書いたように、林相は遷移する、

移っていくんやと。９月議会の答弁のとおりだったら、広葉樹林も保安林機能を持ってい

るからそのまま。そのままということは、役場の西のように鬱蒼と茂った森がどんどん生

えてくる。 

 例えば、議長の家の前に歩道があって、その向こうを見たら、県道から入る光だけで

育ったこれぐらいのひょろひょろとした松が何本かあります。あれよりちょっと中へ入っ

たら、もう松は絶対育たへんようになってしまう。そうしてなおかつ、本当に鬱蒼と茂っ

たやつがどんどんふえてくる、このことをやっぱりどう考えていくんだと。 

 確かに、きのう実は終わった後で、企画のほうから地方創生によっての話があったんで

す。その全員協議会を開いた中での資料ですけれども、その事業概要、目的と方針、その
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２に松林の健全化と書いてあるのよ。結局、企画のほうから見てみたら、あの切った状態

が松林の健全な状態やと見るんだったら、どう考えても鬱蒼と茂った森というのはおかし

な話やなと。そこのところを今後どう考えていくんなという、どんどんああいう茂ったと

ころがふえてくるだけですよ。極相に至るという話はそのために出したんですから。 

 それから私、一つちょっと気になるのは、松は松くい虫の被害のリスクを抱えており、

保安林機能が将来へ継承できなくなるという話をされておりましたね。それは確かにあっ

てはならんことですけれども、でも、吉原公園であれが健全化といいながら、このままで

いって松くい虫で枯れたら悪いと、そういう理屈を引き出してくるというのは、何か消毒

している状態で、要するに松くい虫の消毒をしている中で枯れてしもうて、保安林機能が

維持できなくなったような事例はあるんですか。何を根拠に、松くい虫はリスクを抱えて

いる、それは理解しますよ。でも枯れてしまう、そやから継承できんと、そこまで言い切

るんですか。ちょっとそこのところだけ私、理解できかねるんで、もう一回、１回目と同

じ質問なんですけれども、そこら辺、ほんまに鬱蒼と茂った森がどんどんふえてくる可能

性がありますよということについてどう考えるかということをご答弁願います。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 田渕議員にお答えいたします。 

 私自身も田渕議員とほぼ同じだと思っているのが、あくまでもこの松林、煙樹ヶ浜の保

安林というのは人工林でございます。そういった形で言えば、やはりいろんな形で人が手

を加えていかなければならないのではなかろうかなと、いや、必ずやっていくべきだとい

う認識を持ってございます。 

 その中で、ちょっと前後はするんですけれども、田渕議員、松くい虫でなくなる云々と

いうか、たしか和歌山の南のほうで松くい虫で本当に枯れたのという形の中で、部分的な

んですけれども、スミチオンというか地上散布をやめた箇所があったかと思います。それ

につきましては、すぐに薬剤の散布をやめた箇所につきましては松くい虫で枯死してし

まったというような形のことも私自身、業者のほうから聞いたことがございますので、必

ず、私の見解の中では、松くい虫の地上散布ということはやっていかなければならないの

ではなかろうかなと、このように前段で認識しておるところでございます。 

 そして、鬱蒼としたということなんですけれども、松というのは陽樹でございます。そ

ういった形の中で陰樹というような形の中で、それこそ今、議員がおっしゃった遷移の中

で変わってくることもやはりあろうかと思います。混交林のところはある程度は仕方がな

いと私は思うんですけれども、純林、そして純林の多いところに関しましたらば、雑木

等々に関しましたらばやはり間伐、そして伐採というような形の中で今後とも取り組んで

いきたいなと思っております。基本的には、鬱蒼とした林、また鬱蒼とした森ということ

を極力避けていかなければならないのではなかろうかなと、このように認識してございま

す。 

 それと、ちょっと余談なんですけれども、前もお話ししたかと思うんですけれども、本
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当にこの海岸林というのはすばらしいかなと私は認識してございます。前もお話ししたか

と思うんですけれども、ウオーキングとかジョギングでもそうなんですけれども、高低差

がない中で膝への負担が少ないということを大学の教授にも聞いたことがありますので、

その辺も含めて今後とも、いい意味でのＰＲも含めてやっていきたいなと、このように認

識してございます。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） もう少し話をしたいところもあるんですけれども、時間がありま

すのでもう次に移らせてもらいます。 

 ２つ目の質問、地方創生事業について。 

 この質問をするに当たり、一見関係のないような話に思われるかもしれませんが、どう

しても前提としてご理解いただきたいことがございます。 

 かつて美浜町議会は、今の時代に対応すべく、議会改革の一環として議会基本条例を作

成いたしました。さて、議会の調査権というものは、議員に与えられているものではなく

議会に与えられているということであります。古い体質の議員、議会は議員個人が執行部

や職員に接触することによって情報を収集し、その情報量の多さを議員の能力としたり、

その要求に対応してもらったことを議員の能力と思い込んでいる議員が今も多くいること

も事実であります、反応する執行部も執行部だと思いますが。 

 近年、議会によっては、町執行部、職員と接触するときは、何々課の何々という職員に

何々の要件で接触しますと事務局に報告して、報告を受けた事務局はそれを記録に残し、

議員は議会としての調査権を行使するというものであります。そして町執行部も、正規な

手続のない議員個人には情報、資料等を提供しないというところまで申し合わせ事項とし

て確認している議会もございます。したがって、この要求は何月何日に議会より誰が来て

どのように対応したのかということについても明白にできるようにしている議会もあるそ

うであります。その目的は、さきに申しましたように、調査権は議会に与えられたもので

あって、議員に与えられたものではないということであります。 

 何ゆえそのような面倒なことが必要になってくるのかというと、高度経済成長の財政が

豊富な時代に住民の要求を議員個人が執行部に指摘、対応してもらう、いわゆる溝ぶた議

員で事足りた時代から、町の財源確保、今後ともに拡大する福祉行政、地場産業と人口減

少、さらに少子化等々、時代の要求は確実に増大し複雑化し、議員個人では対応できない

ようになってきているので、議会全体として対応していくことが求められているからであ

ります。 

 それらのことから、美浜町議会では、議会のない月に政策勉強会というものを行い、そ

の中で課題を出し合い、みんなの共通認識として議会から執行部への質問なり要求として

提出し、後に回答なり対応をいただくということにしています。また、それ以外、執行部

から議員個人への資料等の提出は控えるという申し合わせをしております。 
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 また、議会、議員は是々非々の中立の立場から判断するべきであるとのことから、町執

行部の関係する役職にはつかない、また、議員の在籍中は町の表彰を辞退するということ

も同じ目的で申し合わせをしているわけであります。 

 ほかにもございますが、余り長くなるといけませんのでこれくらいにしますが、何ゆえ

このような前置きを置いたかという理由であります。 

 地方創生というのは、私が言うまでもなく、まち・ひと・しごとの創生であり、第２次

安倍内閣で掲げられた東京一極を是正し、地方の人口減少に歯どめをかけ、日本全体の活

力を上げることを目的とした今の目玉になる政策であります。しかし、前置きとして述べ

たようなことを守り、このように一議員という立場でいますと、どのような事業がどのよ

うな形で進行しているのか、新聞報道だけで、全くと言っていいほど見えないのでありま

す。 

 確かに、予算が議会に上がってきており、その予算を通すということは事業を理解して

いるという理論になるかもしれません。しかし、予算の段階で余り詳細までくどくどと質

問して出ばなをくじくようなことになったりすれば、成功するものもしなくなってしまう

のではという思いもございます。また、本会議というのは質疑回数に制限がございます。

同僚議員が行う質問を聞いていても、予定であり未定な部分もあるとの答弁が多くありま

した。 

 近日、３回ほど協議会を傍聴させてもらう機会がありましたが、全く知らないことばか

り議論されており、理解できないことがたくさんございました。結果、執行部の努力して

いる姿を見て信じて賛成してきましたが、内容を理解して賛成してきたというのとはほど

遠いものがあるように思います。その意味では、頼りない議員であるという叱責が出て当

然のことであり、叱責を受ける覚悟をして質問させてもらいます。 

 そこで質問ですが、プロジェクト全体についての現状についてご報告をお願いします。

できれば資料をお示しいただけたらと思います。よろしくご答弁お願いします。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 田渕議員の２点目でございます。 

 地方創生事業についてのご質問で、プロジェクト全体についての現状についての報告、

資料についてお答えいたします。 

 地方創生プロジェクトの現状につきましては、これまでも議会や全員協議会の場でご説

明してまいりましたが、改めてご答弁させていただきます。 

 昨年６月以降、美浜創生総合戦略に基づきまして、各課横断でプロジェクトチームを結

成して検討してきた結果、美浜町といたしましてはプロジェクトＡ、Ｂ、Ｃを考案、実行

することになりました。 

 プロジェクトＡにつきましては、煙樹海岸に地方創生加速化交付金を活用して原則毎週

日曜日にアンテナショップを開設し、地域住民の皆様に地元産品や手づくりのインテリア

等を提供していただいてきたところでございます。特に平成２９年度からは、周辺のイベ



平成２９年美浜町議会第４回定例会（第２日） 

 

18 

 

ントなどとも連携して一定の売り上げを維持してございます。アンテナショップ開設の目

的は美浜ブランドの開発でございますので、今後も、地域おこし協力隊のお二人と連携を

いたしまして、アンテナショップの売り上げ向上のため企画、運営戦略を考案してまいり

たいと考えてございます。 

 プロジェクトＢにつきましては、地方創生拠点整備交付金及び地方創生推進交付金を活

用して、吉原運動公園周辺を多世代交流と起業のまちにすべく、地元住民の皆様を主体と

する、ふれあいと健康と起業のまち創生協議会を立ち上げ、当該拠点の整備方針を策定し

ました。１２月３日にはキックオフイベントを実施し、現在は、平成３０年度早期のオー

プンを目指して、オープニングイベントの実施やその後の運営方針につきまして活発な議

論が続いてございます。また、産品コーナーとファブラボ室の２棟の建設につきましては、

平成２９年度末までの完成を目指して鋭意進行中でございます。 

 地方運営組織法人化の実現を目指して協議会メンバーが団結力と意識の醸成を図ってい

くこととしてございますが、今後は中核人材を確保することが最大の課題だと考えてござ

います。 

 プロジェクトＣにつきましては、三尾地区におきまして、地方創生拠点整備交付金及び

地方創生推進交付金を活用しまして日ノ岬・アメリカ村の再生とふるさと教育を実施する

ため、住民を中心とする日ノ岬・アメリカ村再生協議会を立ち上げ、カナダミュージアム、

アメリカ村レストラン、ゲストハウスを整備するほか、ふるさと教育を効果的に実現する

ため、小中高生を対象に英語で話せる語り部ジュニアを養成してタウンウオッチングを実

施したいと考えてございます。また、平成３１年度には、中高生を主体とした使節団をバ

ンクーバーに派遣する予定でございます。 

 将来的には、町外から子育て世代を中心に多くの人々が三尾地区に移住してくるような

魅力的なまちにすることを考えており、協議会の部会を母体にＮＰＯの設立を準備中でご

ざいます。 

 今後は、設立されたＮＰＯが継続可能な活動を行っていけるような組織とすることが細

大の課題であり、そのためには、中心となる人材の確保や具体的な事業メニューづくりが

大切であると考えてございます。 

○議長（髙野正君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 再質問に入らせていただきます。 

 ご答弁の中にございましたように、昨年６月以降、美浜創生総合戦略に基づき各課横断

でプロジェクトチームを作成し検討してきた結果、プロジェクトＡ、Ｂ、Ｃを考案、実行

するものとなりましたとのことでございます。このご答弁から、この事業は町全体で考え

決定したものであるということが言えると思います。このお言葉をいただいただけで私の

今回の質問は半分以上目的を達成したから、このご答弁と言質をいただきましたので、あ

とは瑣末の事柄になるかとも思いますが、質問させてもらいます。 

 まず、フロー、流れというものを教えてください。 
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 まず、三尾ですけれども、町がプロジェクトを考案、実行しているわけでありますか。

町の意向を酌んだ協議会があって、その意向を酌んだＮＰＯ組織がつくられ、そこで結局、

ＮＰＯ組織は協議会の意向を酌んでつくられたと。これが基本的な、これは質問というよ

り、こういう形。もし間違っていたら言ってください。 

 １つ目ですけれども、そこで実際にＮＰＯ組織が運営活動していくわけですが、ＮＰＯ

活動は活動ごとに協議会に承認、了解をとりながら運営していかなければいけないのか、

それとも町の意向を酌んだ協議会がＮＰＯに事業の趣旨は伝えたから、趣旨さえ見失わな

ければＮＰＯは自由に判断、活動してくださって結構ですよとなるのか、この点をひとつ

お伺いします。 

 いま一つ、これは私が不勉強で悪いんですけれども、わからんことはわかったふりをす

るよりも素直に聞きます。 

 国からこの事業に対して監査が入った場合、全てを監査する権限があるんでどこまでも

監査すると思います。しかし実際、町には月例監査も含めて監査委員がございます。議会

からも１人出てくださっております。町の監査権限というのは、協議会まで監査する権限

があるのか、それともＮＰＯ団体の活動にまで監査権限というものが及ぶのか、そこの点

について、いやＮＰＯはＮＰＯとしてちゃんと法的に諸手続をやっているんで、そこはも

う町の監査は入りませんよというて言うているんか、ここのところをご質問いたします。 

 それから、２つ目として、レストランを例にとります。オーナーがありますよね。オー

ナーが調理人を雇用して調理して運営していくという形だと思うんですけれども、このレ

ストランは町の持ち物を協議会が管理しているのですか。協議会から運営趣旨を聞いたＮ

ＰＯが管理しているのですか。それともＮＰＯから運営趣旨を聞いたオーナーが管理する

のですか。どこが結局このレストランは管理しているのか、そこのところについて。 

 蛇足かもしれませんが、プロジェクトＡだけでなく、プロジェクトＣもこのＮＰＯが管

理運営するということなんでしょうね。ここら辺もつけ加えて、２つ目としてお伺いいた

します。 

 ３つ目といたしまして、このレストランはＮＰＯがレストランオーナーに貸し与えた。

だからメニューの内容とか値段等、運営はオーナーが自由に決めるのですか。それとも、

これこれしかじかで運営していきなさいとその都度ＮＰＯから指示を出しながら運営して

いくのですか。その点についてご答弁お願いします。 

 ４つ目といたしまして、あと運営について細かいことを聞いたら切りがございませんの

で省略しますけれども、運営に当たり、吉原のプロジェクトＢも含めて、必要な条例とか

規則をつくるのですか、管理条例のような。そこら辺のことについて、もしないとしたら、

我々議員としては責任上もっと細かいことを協議会、執行部なりに来ていただいて伺う必

要もあるかと思いますけれども、この点についていかがでしょうか。 

 ５つ目といたしまして、三尾、吉原ともに３０年度まで計画どおり地方創生の事業費が

ございます。施設等をつくりスタートを切るまでの財源はあると思います。しかし、平成
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３１年度からは自主運営となります。プロジェクト三尾、吉原、各年間維持費はどれぐら

い要るのか、おおよそで結構ですのでお示しいただきたいと思います。 

 ６つ目といたしまして、吉原は三尾と異なり、ふれあいと健康と起業のまち創生協議会

というものがございます。その協議会が吉原を運営していくのか、それとも三尾のように

ＮＰＯとは限定しませんが、協議会とは別に組織をつくり、そこが運営に携わるのか、お

伺いいたします。 

 ７つ目といたしまして、吉原の運営主体はいつ決定するのですか。もしかしたらもうで

きているのでありましょうか。この点についてお伺いします。 

 ８つ目といたしまして、町の各課横断プロジェクトチームで発案したものなので信じて

おります。しかし、住民の中にはいろいろと心配する方がおられます。幾らくらいまでな

ら町が財政からつぎ込むんですかとか、赤字は町が補塡するのですかと聞かれる方もござ

います。自主運営となっているのでそんな心配はないですよと言ってはいますが、もしそ

のようなことが起きた場合どのように対応しようと考えているのですか。自主運営だから、

そこから先は協議会の責任、ＮＰＯの責任、いかがでしょう。それとも町がそれなりに補

塡をしていくおつもりでおられるのか、その点についてお伺いいたします。 

 最後に、９つ目として、レストランの施設等の利潤を追求できる可能性の施設がござい

ます。このような施設の経営者を選定するときに、公募の必要性をどのように考えておら

れるのでしょうか。協議会で、はいあなた、それでだけでいいと判断されておるのか、こ

の点について。 

 ちょっと長くなりましたので、この再質問は町長のほうに紙も渡しておりますので、よ

ろしくご答弁をお願いします。 

○議長（髙野正君） 地方創生統括官。 

○地方創生統括官（西山巨章君） 質問が多かったので、もし抜けているものがありまし

たらまたご指摘いただければと思いますが、まず最初に、ＮＰＯが自由に行動できるのか

というところでございます。これは多分アメリカ村の関係だと思うんですが、事業自体は、

事業の概要というか、こういうことをするという事業計画は町で決めたものがございます

ので、それにのっとった形で、住民を中心に日ノ岬・アメリカ村再生協議会という協議会

ができておりまして、そこで、また後の質問にもかぶるかわかりませんが、大きな枠組み、

年間計画であったりとか年間の予算であったりとか、もしくは締めた後の決算とか、そう

いう大枠はそこの協議会で決めることになっております。 

 ただ、さりながら日常的な運営というのが必要なので、事業推進主体というか運営主体

が必要というところで、今、喧々諤々の議論の中で住民の方々がＮＰＯという形で運営し

たいということでございまして、そういう大きな活動計画あり、協議会で年間計画を決め

るという枠があり、そういう枠の中で日々の管理を運営主体がやっていくことになってい

ますので、一定の範囲の中でＮＰＯが事業の趣旨にのっとって運営していくという形にな

ると思います。だから、全く自由ではないんだけれども、そうかといって一つ一つひもづ
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けしているとか、そういうことでもないということでございます。 

 それから、２点目のレストランの管理ですね。 

○９番（田渕勝平君） 監査。 

○地方創生統括官（西山巨章君） 監査につきましては、基本的に、例えばこれは国の予

算を使っていますので、当然会計検査院の検査対象になります。会計検査院の対象は、あ

くまでも財務省時代においての私の理解では町役場が当然対象団体になるんですが、会計

検査院が見る内容は、結局予算、お金を適正に使っているかどうかということでございま

すので、事業の内容を見るということは事実上ある。そういう中で、協議会であったりと

かＮＰＯであったりというのが関与してヒアリングの対象にはなると思いますが、あくま

でも監査対象は町役場かなというふうに私は認識しております。 

 それから、その次はレストランの話ですね。オーナーというか、一応協議会というか、

今度はＮＰＯになる予定なんですが、その中でレストランの分科会というのをつくること

になっていまして、その責任者であったりとか担当の人間は決めておりますが、オーナー

という感じではなくてＮＰＯ自体が運営していくという形になりますので、議会で余り細

かい内容まで言うのはあれなんですけれども、そういうレストランを担当するチームがあ

り、レジという形で役員がＮＰＯの中にいますし、理事長がいます。指示というわけでな

いんですが、協議会であったりとか役場にあったりについて、いろんな大きなところで相

談を受けながらやっていくという形になっていますので、オーナーが独断で何かを決める

という形ではございません。全体でみんな考えていくということになると思います。 

 それから、次の質問が条例規則のところでございますが、基本的には建物の公民館とか、

それから野田邸も寄附していただいていますので、所有者が町役場でございますし、私の

認識しているところであれば、遊心庵についても法善寺さんが寄附を受けたものでござい

ますが、無償の賃貸借、使用貸借ですね。それで中に役場が入るということになっていま

すので、何らかの条例ないしは規則をつくることになると思います。それは多分、まだご

相談していませんが、私の認識では３月議会に多分諮ることになるのかなというふうに

思っております。 

 それから、今後の展開の話でございますが、地方創生推進交付金は吉原もアメリカ村も

２９年度予算で認められたものでございます。３１年度までは順調にいけば交付金の対象

年度ですので、今後新たな交付金の申請をしないんであれば、もしくは何らかの補助金を

申請しないんであれば、３２年度からは一番望ましい形は自主独立という形になって、そ

れを目指してやっていくんだと思います。ということなんで、３２年度からの話なんで今

の段階で、維持費の意味があれなんですけれども、維持費の概念はもし何も商売をやって

いないとすれば水道光熱費ぐらいの話ですし、あと掃除代とか、そういうのがかかってい

るだけなんで、維持費というのがちょっと何を指しているのかよくわからないんですが、

基本的には、今現時点で言えるのはそれぐらいです。 

 あと、商売していく中の運転資金については、ＮＰＯなり何かそういう吉原で法人化し
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た組織が一応賄っていくというのが建前なんで、現時点では、どの程度の事業をするかに

よって事業に見合うコストというのは決まってくるんだと思います。 

 それから、次に吉原のほうの法人化をするのかどうかという話ですが、基本的には、地

方創生推進交付金というのは住民が主体となった組織団体が活動していくためのものだと

いうふうになっていますので、吉原のほうについても何らかの法人化の形をとってもらお

うと思っていまして、１１月２３日にも川北さんという方が来て講演会をしたんですが、

そのときも、法人化するためにはどういうことを考えなきゃいけないかということを３時

間にわたって講演していただきましたし、今後もそういう勉強会をしたりとか、あと先行

的にしている自治体のほうに視察に行ったりとか、きのうも皆さんから心配していただき

ましたように時間的な制約がございますが、一日一日を大事に、そういう法人化のための

検討に費やしていきたいと思っております。 

 それから、吉原の主体の決定時期は、一応、目標は年度内、３月末。というのは、建物

が２棟建ちますのが年度内なんで、３０年度のできるだけ早い時期にオープンしていきた

いなと思っています。そのときにはやっぱり法人化しているというのが一番望ましい形で

す。もし間に合わない場合は何らかの方法を考えようかと思っております。 

 あとはレストランの公募の関係ですね。公募の関係は、ちょっと今、私もレストランの

地権者になっているＮＰＯの予定の、今は協議会の中でやるんですけれども、レストラン

の責任者にいろいろアドバイスしながらやっていまして、施設の経営者のところなんです

が、実は私の最初の構想では完全に今事業をやっている方を公募で呼ぼうということを考

えていたんですが、今、要するに協議会の住民の皆さん、特に今後ＮＰＯを目指す皆さん

が自分たちでやってみたいというふうに意向を示しているので、それをまた応援していこ

うかなと思っていますが、自分たちでやろうとする場合は、経営責任者というよりもＮＰ

Ｏが責任者になって、例えば仮定の話で申しわけないんですけれども、しかるべき調理能

力のあるような方のアドバイスを受けながらやっていくという形になると思うんです。た

だ、私もそういうのが本当にうまくいくのかというのがありますものですから、そこは協

議会の方たちと本当にどういう形が一番うまくいくというか、事業の趣旨に沿った形でい

くかというのは、この場でまだ確たることは言えないんですが、まず時間のないことも承

知していますが、そこは可及的速やかに、かつ真剣に議論していこうと思います。 

 私のほうからは以上でございます。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 田渕議員のご質問の中で８番目、赤字は町が補塡するのですかと

いうことなんですけれども、田渕議員、これにつきましてなかなかここでお答えしにくい

というか、ソフト、ハード、そしてＮＰＯ法人の設立というような形の中で、今本当に地

域住民の人たちが地方創生の中で一生懸命やっていこうというような形でスタートしてい

るところでございます。そういった形の中で、先の中で黒字ならいざ知らず、赤字につい

てどうですかということでいえば、ちょっとここで私の答弁ということは控えたいなと、
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このように思ってございます。 

 いろんな形で私自身、協議会等々のときもお話しさせていただいた中でいえば、町は逃

げずにバックアップはさせていただきます、今後ともそうですということはきちっとご説

明、そしてその中で発言をさせていただいたということでご理解願いたいと、このように

思います。 

○議長（髙野正君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 再質問がたくさんありましたんで、ごめんなさい。ちょっともう

一度確かめさせてもらうという格好になるかもわかりませんけれども、再々質問させても

らいます。 

 １つ目のように、どこが経営主体というか、運営をしていくんなという話の中で、ＮＰ

Ｏが協議会のほうに計画をつくったのを了承してもらいながらいくんやと。結局、ＮＰＯ

は独自に決定して活動するということは絶対あり得んのだと、こう認識していいわけなん

ですよね。要するにＮＰＯというのは、協議会というひもつきという表現が正しいんかど

うかわかりませんけれども、ＮＰＯ団体そのものは協議会の管理下にあると、そう判断さ

せてもらってよろしいのかということを１点お伺いします。 

 それから、監査のほうは町までということで、協議会までおりた部分についてはそれ以

上関与せんというか、そこまで町の監査は手が及ばないという判断、国の場合は別でしょ

うけれども、ただ、監査ということの考え方、予算が監査だというのは監査が半分しかで

きていないということです。お金さえ合っていれば内容はどうでもええんやというような、

こんな考え方はもうそろそろやめましょう。だから、このお金が本当に有効に使われてい

るか使われていないか、事業内容の形まで監査できるようにあるべきだと私は思いますの

で、この点１点、これはご答弁は結構ですけれども、追及しておきます。 

 それから、もう一回レストランの経営のところを教えてほしいんですけれども、これは

同じことで、僕がよう理解せなんだということが、このレストランは結局、町の持ち物で

すよね。それで、町の持ち物が先ほど言うたように協議会が管理しているのをＮＰＯが実

際、実務するというような格好になるんか、それとも町の持ち物を協議会が目を光らすと

いう表現がええかどうか、その管理下にＮＰＯがあり、そのＮＰＯの中に先ほどレストラ

ン部会と申しましたか、そういう組織があってそこが管理するんやと。 

 実際、ぶっちゃけた話と言うたらおかしいですけれども、私の知り合いに旧川辺町でこ

ういう団体というか、調理関係、レストラン関係をされていた方がおられるんです。今は

ないんです。その方にこの話を聞いたんです。それだったら、ここに幾らのお金があるん

だと、このお金をここのレストランにつぎ込むんで、要するに職人というか、レストラン

経営をする場合にはこういうポリシーで、しかも調理のステージはこういうステージの中

で、またこういうメニューを出したい、いろんなそういうのがあるんです。それを四角四

面に区切っても、場所も水場というか、ああいうところも決まった上で、それでやりなさ

いと。多分、簡単に言えば、どこのおばちゃんでもできるような家庭料理ぐらいしかでき
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ないでしょうと、そういうように言っておられました。そういう心配をするんです。本当

に、このレストランの名前なんか、当初我々が全員協議会でたしか漁師レストランという

話で聞いたのが、いつどこでどうなったのかアメリカレストランに変わったという、ここ

ら辺の経緯も全く私らは知りませんけれども、そこら辺、レストランという一つの商売を

するときに、やっぱりきちんとここの店はこういうのを売るんやというのがなかったら採

算が合うようなものじゃありませんよとその方に教わったんです。 

 そこら辺についてもう少し突っ込んで、どこが管理してどこがするという話をしていた

だけたらと思います。 

 それから、あと必要な規則は３月議会で出てくるであろうということも了解しました。 

 それから、維持費ですけれども、結局光熱費だけ払ったら、あとはもう三尾にしても吉

原にしても維持費は要らんと、水道光熱費だけだと、こう理解していいのか、もう一度お

伺いいたします。 

 それで、吉原のほうの運営というものは法人化する、それも年内に頑張るんやというこ

とで、大変だと思うけれども頑張っていただきたいと思います。 

 それから、赤字ができたとき、くどく言っておきます。みんな頑張ってつくっているの

で赤字は出えへんと思います。思いますけれども、もし起きたときにという住民の方が心

配される方がおられるんで聞いているんです。町長の今の立場で出すのは、それは断言で

きんと思いますけれども、町長の意向、要するに見放してしまうようなことはないよとい

う言葉から推測させてもらいます。 

 それで、いま一つ、最後にもう一回、公募等の必要性というものについてどう考えるの

か。これこれしかじかでもうここの協議会がつくって、協議会は私がやりたいんや、ああ

あなたやりなさいよと、こういう形で本当に住民は納得するのか。ある程度、もしかした

ら美浜町全体の中に資金さえあれば私はレストランをやりたいんや、この町でという方も

おられるかもわかりません。もしかしたら公募してもゼロだった、ゼロだったから協議会

の中であんたしませんかと、これなら住民は納得すると思うんです。でも、いきなり協議

会の中で私がします、はいどうぞと、ちょっとやっぱり議員としておまえら何にも言わな

んだかというようなことになってもいかんと思うんで、もう一回この点についてお伺いい

たします。 

○議長（髙野正君） 地方創生統括官。 

○地方創生統括官（西山巨章君） 再々質問のうち、私のほうからはＮＰＯの話とレスト

ラン経営、水道光熱費だけでいいのか、公募の４点についてお答えいたします。 

 ＮＰＯは、すみません、先ほど国の監査だけして申しわけないです。私も余り実は町の

ことは詳しくないんですけれども、町の監査のルールに従ってやることだと思いますので、

みんなこれは見られるということはないんだと思います。町の行政運営にかかわることに

ついては見ていただけると思います。ということで、ＮＰＯとこれは全く同じ話で、事業

計画というのは国の予算に認められた活動内容というのが決まっておりますので、その範
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囲内で協議会が立ち上がっておりまして、その協議会の指示、アドバイスのもとにＮＰＯ

が運営していくんだと思っております。 

 それから、レストラン経営は、先ほど申しましたように、一義的にはＮＰＯがどういう

ふうな運営をするのか決めるんですが、あとはそれが予算の事業計画の趣旨に合っている

かどうかということは役場で見ますが、それがどの程度収益が出るかとか、そういうこと

はなかなか役場だけでは判断できない問題なんで、いろんな方の衆知を集めて、役場もわ

かる範囲でアドバイスしますし、ＮＰＯはＮＰＯで一番真剣に多分考えておりますでしょ

うし、今、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部の中でいろんなアドバイス制度があるん

です。いろんな日本でも有数なアドバイザーとか経営をやっているところとか、そういう

派遣制度というのもありますので、そういう制度も使ったりしてやっていくんだと思いま

す。 

 あと、水道光熱費だけかというのは、事業をしなかったら水道光熱費だけで済むという

話を先ほど申し上げました。あと、事業内容については、どういう事業を展開するかに

よって、例えば昼だけやるのか夜も営業するのかとか、営業の仕方でコストも当然発生し

てくるので、その収入とコストで利益が出るわけですから、それを考えながらやっていく

んだと思います。そういう意味で維持費はお答えできないというふうに申し上げたつもり

でございます。基本的な固定費としては水道光熱費かなというふうに思っております。 

 あと、公募かどうかにつきましては、今の田渕議員のお言葉が非常に貴重なご意見でご

ざいましたので、これは協議会のＮＰＯの人たちも話し合って、今後の運営に生かしてい

きたいなと思っております。 

 それから、いつの間にか漁師レストランがアメリカ村レストランに名前が変わったとこ

ろなんですが、これ、前回の臨時議会のときに補正予算のときとか、その前の全協でも申

し上げましたが、結局、漁師レストランとしますと海産物だけにメニューが限られるもの

ですから、そういう海産物以外のものも呼べるようにアメリカ村レストランということで

予算要求しました。ただ、今後例えばレストランの名前をどうしていくかとか、私のつけ

た名前のとおりでやっていくのかどうかというのは、それはまたＮＰＯなり皆さんの考え

で決めていくことなんで、余り予算科目でどうのこうのというのは今回の事業内容には影

響ないかなと思っております。 

 公募は、だから今、田渕議員のご質問が来るまではＮＰＯの実践に任せようと思ってい

ましたが、田渕議員のお話も非常に私としては重いアドバイスだと思っていますので、そ

のアドバイスを協議会とかＮＰＯの方ともう一度相談して、今後活用していきたいと思っ

ております。 

○議長（髙野正君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 同僚議員も同じ質問をしてくれますので、私の至らない部分は助

けていただけると信じております。 

 ただ、私のほうからも、これは次にやるんですけれども前置きとして、ご答弁は結構で
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す。言いますけれども、先ほども申しましたように、この行事というのは町が横断的にプ

ロジェクトを検討して実行しているんやと。残念なことに西山統括官とは、あと３月にま

みえることができると思いますけれども、もうそれ以降お話しすることもできなくなると

思うんです、実際問題。だから、そのときになって西山統括官がしたので私はわかりませ

んということだけはないようにというのをここできちっと言辞として記憶させてもらいま

す。不十分があるんですが、時間の関係と回数ももう３回しましたので、次に移ります。 

 第７次美浜町行政改革実施計画についてお伺いいたします。 

 さて、今回も行政改革、行政評価について質問させてもらいます。 

 何ゆえこの質問を繰り返すのか、決して大星課長に恨みがあるわけではございません。

ただ、率直に今の地方自治体に求められているものを考えたときに、避けては通れない要

諦の一つだと考えているからであります。というより、浅学非才な私がどうのこうのと言

うことよりも、地方行政運営の研修を受けますと、どの講師からも共通して指摘される課

題が行政改革、行政評価の必要性だからであります。 

 当然、行政改革、行政評価というものが町の行政運営全体について求められていること

はわかっていますが、何ゆえ行政改革実施計画に対して質問をするのかといいますと、行

政改革実施計画は、検証しながら改革を推進する、すなわちＰＤＣＡサイクルを回しなが

ら行うということ、さらに全庁的に行政改革を推進すると書かれていること、さらに、取

り組み状況は広報紙やホームページで公表し、住民の理解と協力を得ながら推進するとい

うことでございます。文面で明言されておられますので結果も見えやすいので、質問の対

象として選んでいくわけでございます。 

 話を進めますが、議会では議会基本条例をもとに行政評価表というものを作成していま

すが、何年か前、議会改革の研修で講師の先生に見てもらったことがございます。その研

修は、以前三重県知事や衆議院議員をされた北川正恭氏の基調講演に始まり、その後、北

川氏が顧問をしておられる早稲田大学マニフェスト研究所の講師の中村健と言われる先生

の講義が１泊２日であり、その終了後に見てもらいました。先生は、行政評価のやり方は

いろいろとありますが、このような方法も一つの方法だと思います、しかし、評価の欄に

あるのにアウトカムが書かれていませんねでした。私は、僣越ながら、私が町長なら指摘

しますが、議員の立場からそこまでは言えませんし、言ったとしても理解していただけな

いと思いますと言いました。皆さんはこの会話をどのように思われますか。傲慢な私の発

言だと思いますか。 

 私はそのとき、町にとって本当に必要と思うなら理解してもらえるまで質問を繰り返そ

うと考えた、これがこの質問の起点であります。 

 ところで皆さん、エッシャーの無限回廊というものをご存じでしょうか。上っても上っ

ても同じところに戻ってくる、おりてもおりても同じところに戻ってくる、そんなだまし

絵でございます。行政改革、行政評価が必要と考え職員の方がどれだけ努力しても、行政

改革、行政評価の手法が整っていなければ文章をひねくり回すだけで、どれだけ改革を繰
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り返しても疲れるだけです。私は、エッシャーの無限回廊をしんどいと思いながら上って

いるように見えてくるのであります。皆さん、行政改革、行政評価に取り組んで、そんな

思いをしたことはありませんか。少し考えてみてほしいのであります。 

 我々が置かれている現状は、国も町も以前のような経済成長が望めない中での財源確保

なのでしょう。高齢化社会の到来は地方自治体の守備範囲を増大させつつあります。よほ

どしっかりした福祉計画を作成しなければもはや一つの担当課では担えなくなりつつある

というのが、福祉行政の現状ではないでしょうか。また、微妙かつ複雑に相互関係を持っ

ている産業振興と人口減少の関係、さらにこれといった有効な政策の見つからない少子化

対策等々、誰が取り組んでも難しいと思われるこのような課題に対して我々は今、成果を

求められているわけであります。そのようなことを考えますと、中途半端に行政改革や行

政評価に取り組んでも疲れるだけ。成果の上がるものではないということを考えなくては

いけないのではないでしょうか。 

 現に、いかに思われますか。長期総合計画、行政改革実施計画、また施政方針、所信表

明等々でＰＤＣＡサイクルを回し取り組む等、行政改革、行政評価が取り組まれているか

のような文言がたくさん登場いたします。しかし、どれだけ理解され取り組まれているか

は現状のとおりであります。私は、まず各職員の行政評価に対する意識を改革することが

必要であると考えております。職員みずからが携わっている仕事への成果をまず正しく評

価することです。職員が正しく評価を出すことができれば、議員、住民の職員への評価も

変わってまいります。そうなれば、３月議会で議論されるべきは、予算書の数字よりも、

その数字の基礎になっているプランに込められた願いであります。９月の決算議会で議論

されるべきは、決算書に書かれている金額よりも、その金額が生み出したチェックであり

アクションであり、アウトカムなのであります。仮に成果が出なかった場合でも、成果が

出せなかった職員が責められるのではなく、プラン実施のための予算書から不備を指摘で

きなかった首長、議員が責められるべきと考えているからであります。 

 そして、なぜ今伺うのかというと、本年度から決算資料の主要施策の成果に評価の欄を

つけ加えてくださいました。皆さんはどのようにお考えをお持ちかわかりませんが、私と

しては非常に希望の持てる進歩だと判断しております。そして、その一歩は来年の９月決

算の主要施策の成果の評価の欄にＣ、チェックが、また、アウトカムが正確に記されるこ

とであると考えているからであります。そのためには、どうしてもこの時期に考え始めな

ければならないのであります。 

 少し説明しますと、国では８月ごろから予算の概算要求が始まるようですが、我々地方

は通常、９月か１２月議会で前年度決算が採決されます。その決算が終わった１２月ごろ

からそろそろ次年度の予算が考えられ始めます。我が町は年明けからかもしれませんが、

少なくとも、次年度のプランを取り組むためには前年度の行政結果を把握する時期である

ことには間違いがないと思います。したがって、詳細な数値は別として、ＰＤＣＡサイク

ルを回すためには、この１２月にＡ、アクションまで進まなくとも、そろそろチェックを
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行わなければならない時期であります。前年度のアクションに連動して次年度のＰ、プラ

ンがあり、そのプランに基づいて予算が組まれているわけであります。予算を決定した後

にプランを組むのはおかしいこと、これくらいは説明しなくてもご理解いただけると思い

ます。 

 以前、年度の終わりにＡ、アクションを求める質問に対して、決算が承認されなければ

アクションが出せないと言われた方がおりましたが、堂々と言える姿が、また私の求める

評価がマニアックと言われる幹部もおられるようですが、一体ノーマルとはいかがなもの

なんでありましょうか。以前のことを何ゆえこの質問をするかという思いを前提として説

明して、質問させていただきます。 

 さて、先ほども言いましたように、３月議会では既に予算が決定しております。プラン

の議論は遅過ぎます。したがって、この１２月議会で、第７次美浜町行政改革実行計画の

本年度の資源の投資結果の量的変化とどのような質的変化が起きたのかを議論しておくべ

きであります。当然、詳細な金額や数値は概算でよいのです。そこで、２９年度の実施項

目、各１４項目についてのＣ、チェック、アウトプット、アウトカムをお示しいただけた

らと思います。できたら、２８年度の結果のように書面でお示しいただけたらと思います。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 田渕議員の３点目でございます。第７次美浜町行政改革実施計画

のご質問の中で、平成２９年度の実施項目各１４項目につきまして、Ｃ、チェック、アウ

トプット、アウトカムにお答えいたします。 

 田渕議員がおっしゃる第７次美浜町行政改革実施計画、平成２９年度の各実施１４項目

及び平成２９年度の取り組みにつきまして、進捗状況を作成し、現在配付させていただい

ておるかと思います。 

 ご存じのとおり、第７次美浜町行政改革実施計画は、平成２７年度実績を基準として目

標値を設定してございます。途中値ではございますが、１つ目、職員研修の実施、研修参

加延べ人数、１１番ふるさと納税の推進、１３番セキュリティーの強化などにつきまして

は、平成２９年度目標値を既に上回ってございます。 

 その１つ目、職員研修につきましては、市町村研修や意識向上研修を実施し、スキル

アップを図ってございます。 

 １３番のセキュリティー強化につきましては、セキュリティー研修を実施し、セキュリ

ティー意識の向上を図ってございます。 

 また、特にふるさと納税につきましては、昨年度は楽天のみでございましたが、本年度

はＰＲ方法を見直し、インターネット取り扱い業者を１社から３社にふやしたことによる

大幅な増加という成果を得てございます。 

 ８番目、時間外勤務の削減も、ノー残業デーの徹底などで一定の効果が出ていると考え

てございます。 

 逆に、２番目のムリ、ムダ、ムラの削減年間改善提案案件数や１２番の新たな財源確保
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につきましては、昨年度同様に、現時点におきましては実績を報告するまでには至ってご

ざいません。 

 あとの残りの項目につきましては、目標達成に向けて今後、より一層実施内容を精査し、

確認していきたいと思ってございます。 

 いずれにいたしましても、前議会にて議員の提案にお答えしたとおり、行政評価の職員

研修を行い、しっかりと理解を得て行政改革を進めていかなければならないと思ってござ

います。 

○議長（髙野正君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） １２月でこのようにチェック、Ｃというものを出してくれたんで、

このことで基本的には満足いたしました。先ほども申しましたように、主要施策の中に評

価の欄ができた、またこうして提出してくれたということで、目的は達成できたのかなと

思っております。感謝しております。 

 ただ、出していただいたときに、あくまでもチェックというのは、アウトプットという

のもチェックです。しかし、アウトカムというのもチェックです。ここのところは、この

中に結局、数値的にこのように変わったということありますけれども、アウトカム、ここ

が全くないということはちょっと指摘しておきます。 

 それと、９月議会でも提案しましたように、ＰＤＣＡサイクルというのを回すと言うた

のは町長、あんた自身が施政方針で言っているんです。でも、その内容というものをきち

んとわからん諸君にそれを強要するというのはやっぱりちょっと無理な話なので、研修は

ぜひとも行ってほしい。これは２つ目の質問の趣旨なんだけれども、研修を行うというこ

とをここで確約、そのときは議員も入れてください、勉強したいんで。 

 それと、ＰＤＣＡサイクルというものに、もう時間もないようなんでしますけれども、

欠点があるというのをご存じでしょうか。１つは、やったことが何年か後にまた目標に

なってくる必要が出てくる。エッシャーの無限回廊という表現を使わせてもろうたのは、

このことが一つなんです。いま一つ、願いというものが入らない、心が入らない、数字

ばっかりに走ってしもうて。これが欠点と言われております。おっしゃるように、町長に

言ったように、ＰＤＣＡサイクルを回してするという以上、きちんとそういう言葉だけが

先走りすることが地方創生のようにＫＧＩとかＫＰＩ、キー・パフォーマンス・インジ

ケータ―、そういうことばかりが出て肝心のことが実際できていない、これは見る人から

見たら明らかに見えるんですから、その点最後の質問として、来年は行政改革、１年間

ずっと見てもらったらいいと思うんです、ちっと講習料を払って。でも、少なくとも研修

はします、確約いただけませんか。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 田渕議員の強いご要望もございますし、私自身もこういった形の

研修というのはもちろん大事だと思ってございますので、やる方向で本当に考えていきた

いなと思ってございます。ただ、いろんな形の行事とかの中で、もしかしたらできない
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ケースもあるかもわからないです。そのときはもちろん次年度という形の中で取り組んで

まいりたいと、このように思ってございます。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） しばらく休憩します。 

 再開は１０時３０分です。 

午前十時十九分休憩 

   ―――・――― 

午前十時三〇分再開 

○議長（髙野正君） 再開します。 

 中西議員の質問を許します。１０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） １０番、中西です。議長の許可を得ましたので、一般質問を

させていただきます。 

 まず最初に、リアリティーのある避難訓練をということで質問させていただきます。 

 １１月２３日、松原地区高台津波避難場所の竣工式が多くの来賓の出席のもとに盛大に

開かれました。森下町長は、犠牲者ゼロを目指し災害に強い町づくりに努めたいと挨拶を

され、来賓の二階自民党幹事長は、災害で一人の犠牲者も出さないことが大事、日本一と

言われる立派な高台ができ視察もふえる、仁坂知事は、死者をゼロにしないといけない、

高台の完成で避難困難地域を解消できた等、祝辞を述べられました。 

 高台避難場所は２，０００人が避難可能で、食料や毛布、飲料水などを保管する備蓄倉

庫６基、マンホールトイレ２０、このうち障害者用が４つあるそうです。それから、かま

どベンチ１０等々が整備され、避難困難地域と言われたところの住民も安心を得られたの

ではないでしょうか。今後、この避難場所を効果的に利用し、犠牲者ゼロを実現すること

が重要だと思います。 

 東日本大震災を経験して何を教訓として学び取り伝えるかとの質問に、岩手県の達増知

事は、リアルな避難訓練です、形式的にどこかに集まって終わりじゃだめ、この辺まで水

が来ると具体的に想定した上で、１列になって子どもの手をつなぐといったリアリティー

のある訓練と答えています。 

 平成２４年第１回定例会の避難訓練についての私の質問に町長は、平日の日中や夜間と

多種多様の計画を立て、リアリティーのある避難訓練の実施に向け検討していると答弁を

され、昨年は夜間の避難訓練を実施されました。また、２０１２年の広報みはま９月号の

町長通信には、昨年岩手県山田町長の講演会に参加したとき、町長の奥さんが、３・１１

震災時に避難場所で会った人の多くは避難訓練に参加している方であった、日ごろからの

訓練がとても大事と言われていましたと記しておられます。 

 町長は避難訓練、防災訓練の重要性は十分に認識しておられると思っておりましたが、

１１月５日、世界津波の日に行われた町内一斉避難訓練のときに、同日同時刻にアンテナ

ショップＭＩＨＡＭＡ１周年記念行事が行われたことに啞然としました。住民の方や自主
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防の役員の方から、アンテナショップの開店時間をずらすとか何らかの手だてがとれな

かったのかと苦情を言われました。アンテナショップＭＩＨＡＭＡのオープン記念として、

当日は抽せん券や焼き芋がプレゼントされたと聞いております。アンテナショップへ行き

たいと思った人も多かったのではないでしょうか。 

 平成２９年６月の定例会で、龍神議員が町内一斉清掃と小学校の運動会が重なった件に

ついて質問され、町長は、情報の共有をさらに密にして今後も取り組んでいく、本当に申

しわけなく思っていると答弁されています。そこで、以下３点の質問をします。 

 １つ目、今回のようなことがなぜ起こったのですか。アンテナショップＭＩＨＡＭＡの

開店時間をおくらせるなどの手だてがとれなかったのですか。 

 ２、避難場所の整備は進んでいますが、自力で避難できない方たちへの対策が必要では

ないでしょうか。町内に自力避難が難しい方はどのくらいおられますか。そうした方々の

避難訓練を実施する計画はありますか。 

 ３つ目、西中地区の避難場所の一つは西山下の池埋立地周辺です。避難路の指定はあり

ませんが、ブロック塀に囲まれた狭い道が多いです。訓練時はスムーズに通れ、私は六、

七分で避難場所に到着できましたが、震度７の地震によってブロック塀や家屋が倒壊し、

道が通行不能となるのではないかと思います。道が塞がった場合を想定した避難訓練が必

要と思いますが、どうですか。 

 以上、お願いします。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 中西議員の１点目でございます。 

 リアリティーのある避難訓練をのお尋ねの中で３項目の中で１つ目が、町内一斉の避難

訓練とアンテナショップＭＩＨＡＭＡ開店１周年記念行事が重複、時間の手だてにお答え

いたします。 

 アンテナショップＭＩＨＡＭＡのオープン１周年イベント開催につきましては、同時に

開催されました軽トラ市は町外からの出店者も多く、煙樹ヶ浜活性化と集客の観点から、

昨年のオープニングイベントと同様に、県主催の軽トラ市、商工会主催のみはまマルシェ

と同時に行うことを年度当初に決めてございました。その中で軽トラ市、みはまマルシェ

の開催が１１月５日に決定したこと、また、津波一斉避難訓練も美浜町津波避難計画にも

記載のとおり世界津波の日を中心に行うこととなっており、アンテナショップの１周年イ

ベントも同日となりました。議員ご指摘のとおり、開店時間につきましても県商工会と検

討、協議した中で同時刻開催が望ましいとの結論に至り、軽トラ市、みはまマルシェと同

じ９時開店といたしました。結果的にはアンテナショップイベントと避難訓練が重複した

という事実でございます。 

 アンテナショップ１周年イベントの目玉である焼き芋の配布につきましては、朝一から

早い者勝ちではなく、９時、１０時、そして１１時と避難訓練に参加された後でも受け

取っていただけるよう、できる限りの工夫もいたしました。その結果、当日、避難訓練終
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了後の１０時くらいからたくさんのお客様にお越しをいただき、抽せん券も焼き芋もあり

がたいことに全数配布となりました。 

 １１月は、ご存じのとおり町政功労者表彰、そして避難訓練、婚活イベント、また今年

度は松原地区高台避難場所の竣工式等々いろんな行事がございました。今後もそうなんで

すが、特に今後は、全てできるとは申しませんが、できる限り行事を調整できたらと考え

てございます。 

 ２つ目でございます。自力避難が困難な方は何人くらいいるのか、そういう方の避難訓

練の計画はあるのかにお答えいたします。 

 現在、当町におきまして災害時の要支援者は３７４名の登録がございます。この登録は、

町内の１２地区の民生児童委員にお願いし、毎年更新してございます。その中には高齢者、

障害者の方がいらっしゃいます。本町におきましては、養護老人ホームなどで職員や地元

区民の皆様方が協力しての避難訓練を実施したり、町の避難訓練でも、リヤカーに高齢者

を乗せて、自主防災組織の方が引っ張って避難している姿も見受けられたと記憶してござ

います。 

 議員がおっしゃる自力避難が難しい方々の避難訓練実施についてでございますが、和歌

山県防災企画課を通じまして障害福祉や災害対策など関係部署に実施状況を問い合わせた

ところ、県内の自治体で実施した実績はないとの回答でございました。去る１１月３日に

御坊・日高圏域自立支援協議会主催の避難所運営の訓練が日高町保健福祉総合センターで

行われましたが、避難訓練実施となると県内自治体も実績がない中ですので、この件につ

きましては和歌山県の関係部署と協議、研究したいと思いますので、ご理解をお願いした

いと思います。 

 続きまして、３つ目でございます。避難路が家屋やブロック塀などの倒壊で塞がったこ

とを想定した訓練を考えているのかのお尋ねでございます。 

 毎年、１１月５日の世界津波の日に合わせて、各地区の自主防災会のご協力のもと、町

内一斉の避難訓練を実施してございます。訓練は、本当に津波が来たという想定で訓練し、

住民お一人お一人が家屋やブロック塀の倒壊の可能性がある道路を把握した上で避難する

必要があると認識してございます。避難をする上で、自宅から下の池まで県道や比較的広

い町道を通るような方もいらっしゃれば、自宅から広い道路まで一旦狭い道を通らなけれ

ばならない方など、さまざまでございます。 

 町では、各地区の避難経路全てを把握することは難しく、津波避難計画でもありますよ

うに、避難経路につきましては自主防災会や住民の皆様方と協議をお願いしているところ

でございます。また、改修や整備などが必要な箇所につきましては町で対応しているとこ

ろもございます。そういった中で、現在実施している避難訓練は、住民一人一人が実際に

避難路として使用すべき道路を再確認しながら参加していただけたらと考えてございます。 

○議長（髙野正君） １０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） それでは、再質問をさせていただきます。 
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 まず１点目は、東北の大震災からもう６年以上経過しておりまして、防災意識がだんだ

んと緩くなってきているんではないかなと、これは仕方がないことだと思います。 

 そこで、防災訓練を実施することによって改めて防災意識を喚起する、こういう役割が

あるんではないかと私は思うんですが、避難訓練の実施日にこういう重要なイベントが行

われるということは、避難訓練を軽視することにつながるんではないかなというふうに危

惧します。全ての人は犠牲者ゼロ、これを掲げて言われます。やっぱりそのためには日ご

ろの防災意識をしっかり持っていくこと、そして避難訓練に参加していくことが大事だと

思いますので、そういう観点から、今回は特にアンテナショップＭＩＨＡＭＡの通常の営

業と違うて、記念行事という大変重要な行事が行われ、それと訓練が一緒になったという

ことはどうかなと思ったんです。もう終わったんで仕方がないですけれども、今後、ぜひ

訓練というのは、ほかの行事があってもぜひこれは大事やということをみんなにわかって

もらうためにやっていかなあかんの違うんかなと思います。そのことについて１点質問し

ます。 

 それから２点目は、私の質問の仕方が悪かったのかもわかりませんが、障害を想定した

訓練、例えば目が不自由やという人を助ける、実際は目の不自由な方と違う人がそういう

ふうになって訓練をする。各自主防には車椅子とかを備えているところもあると聞いてお

りますので、その車椅子で、元気なと言ったら悪いですけれども、障害のない人が乗って

それを訓練する、こういうことを、障害のある人を訓練にするということではなしに、そ

ういう訓練が必要ではないかなという意味なんで、ちょっと質問の仕方が悪かったと思い

ます。 

 ３７４名の災害時の要支援者がおられるということですが、その３７４名のうちに足が

悪いとか寝たきりやとか目が不自由やとかという、そういう状況というのをつかんでおら

れるんでしょうかということです。 

 それから、３つ目としましては、改修の整備などが必要な箇所について町で対応してい

るところもありますというご答弁をされましたので、一体どういうところを具体的にされ

ているのかということを、以上３つ、再質問させていただきます。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 中西議員にお答えいたします。再質問でございます。 

 １点目につきましては、言われることもわかります。その辺に関しまして、いろんな形

で勘案した中でこうなったということもご理解賜りたいなと思ってございます。 

 それと、先ほども私ご答弁させていただきましたが、焼き芋等々もそういった形ででき

るだけということも配慮したつもりでございます。また、こういった避難訓練、またまた

軽トラ市、みはまマルシェ、そして美浜町のアンテナショップＭＩＨＡＭＡというような

形の中で、中西議員のほうからもいろんな形でお考え等々があれば、逆にまたご意見等々

も頂戴したいなと、このように思ってございます。私自身も、もちろん避難訓練の後にみ

はまマルシェ等々のところも寄せていただいたんですけれども、私どもが見る限りでいえ
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ば、避難訓練を終えた後で来られた人のほうが多かったのではなかろうかなと、このよう

な感覚も持っておる次第でございます。 

 それと、３番目に移ってしまうんですけれども、具体的な対応ということなんです。

ちょっと私自身、言葉のあれが難しいんですけれども、例えば道に関してでも、夜間でも

避難誘導灯等々につきましては、自主防災会のみならず、町のほうでそういった危険箇所

に関しましては区からの要望等々もございますので、その辺につきまして設置させていた

だいておる次第でございます。 

 それと、２番目の３７４名につきましては担当課のほうからご報告ということになりま

す。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） 住民課長。 

○住民課長（籔内美和子君） 中西議員にお答えいたします。 

 民生児童委員が毎年避難者の関係で台帳整備をしていただいている中には、その方の病

状であるとか、どこのお医者さんにかかってどういう薬を飲んでいるか、そういう内容も

記載してございます。 

 高齢者の障害者については今のところ民生児童委員で把握しているんですけれども、若

い方につきましてはまだそこまで回れてございません。それで、来年度、係に話もしてお

りますが、広報にも出して、本人さんが望めばその台帳に記載していきたいなと考えてい

るところでございます。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） １０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） ３７４名、民生委員の方とのあれで把握されているというこ

とですけれども、高齢者の方は把握されているということですが、若い方でもいると思い

ますので、そういうのを町としてほんまに犠牲者ゼロということを言うならば、そういう

人たちのことも考えておかなあかんの違うんかなと思って、今言うてすぐはあれですので、

またぜひつかんでおいていただきたいと思います。 

 それから、障害のない者が例えば歩けないとかそういうふうなことでやって訓練をする

という、そういう訓練も考えていただけたらなと思います。といいますのは、この８月に

急に高齢者の方で足が動かんようになって車椅子になった方が浜ノ瀬におられるんです。

その人が津波訓練のときには、車椅子で家から出るのに数分かかるということです。その

夫の人もつえをついた人ですので、とても一人ではさせないと。それから、高い台へつい

て上がるにしても二、三人ぐらいの協力を得なあかんの違うんかというようなお話を聞き

ましたので、そういうことをつかんで、そやけれども東日本大震災のときには警察官の方

とか消防団の方がそういう人たちを助けるために命を落とした、そういう方もたくさんお

られたということですので、津波てんでんこというのは非常に難しいんですけれども、そ

こら辺も考えながら避難訓練をやって、非常に大事な避難訓練をこれからも計画していた
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だきたいと思います。 

 それから、一つ町長から対案がなかったかと言われたんですけれども、１１月５日にこ

だわったのはわかりますが、ほかの町では、このあれでは１１月５日に行うとなっていな

いんで、これを中心にした訓練を行うとなっているんで、もしそんな重要なあれがあった

ら４日にしてもよかったんかな。後からの話ですけれども、思うんですが、そういうこと

をいろいろ考えながら、避難訓練というのは非常に重要ですから、これからもしっかりと

せっかくの避難場所、いいのができているわけですから、やっていただきたいと思います。 

 それでは、次にいかせてもらいます。 

 次は、空き家対策について質問をします。 

 ふえ続ける空き家の問題が深刻になっています。４年前に総務省が行った住宅・土地統

計調査によりますと、空き家は全国で８２０万戸、全戸数の１３．５％に上り、この２０

年で２倍近く増加しています。９月に行われました議会と区長会との懇談会で和田西、和

田東中、吉原の区長や地区長から、防災上、防犯上、また景観の点からも問題のある空き

家、廃屋について提起をされました。この問題は町内各地区に共通する事案ではないで

しょうか。また、子ども議会でも中学生議員がこの問題について質問をしました。 

 平成２８年第１回定例会で、龍神議員が空き家問題を取り上げて一般質問を行っており

ます。そのとき町長は、和歌山県が運営する空き家バンク制度に参加する準備を進めてい

ると答弁されています。中学生議員の質問に対しても、町長は来年度空き家バンク登録を

考えていると答えられました。 

 地方紙によりますと、日高町は平成２７年１１月にわかやま空き家バンクに参入、平成

２８年３月末時点で２４３軒の空き家がありました。その空き家のデータベース化を行い、

空き家バンクを宣伝するパンフレットを配るなどして５軒の民家をアップしたところ、売

買３軒、賃貸１軒がまとまったと報じられています。また、御坊市では平成２８年度、詳

細な空き家住宅等実態調査を実施し、副市長を委員長に、産業建設部長を副委員長にした

空き家等対策庁内検討委員会を設置し、今年度末をめどに空き家対策計画を策定するそう

です。地方紙に載っておりました。 

 こうしたことを踏まえて、以下４点の質問をします。 

 １つ目、和歌山県空き家バンク登録に向けて空き家のデータベース化が進んでいると思

いますが、本町の空き家の状況はどうなっていますか。 

 ２、空家等対策の推進に関する特別措置法が制定、施行され、空き家対策が進展するの

ではと期待したのですが、法律施行から２年が経過しても代執行まで行ったのは全国でわ

ずか１１件しかないそうです。また、本町では特定空き家に認定された物件はゼロ、特別

措置法が機能していないと思いますが、その原因は何と考えますか。 

 ３番、空き家再生等推進事業、社会資本整備総合交付金等の基幹事業で、居住環境の整

備、改善を図るため、不良住宅、空き家住宅または空き建築物の除却または空き家住宅ま

たは空き建築物の活用等に対し支援が行われます。その事業の補助対象市区町村は、空き



平成２９年美浜町議会第４回定例会（第２日） 

 

36 

 

家対策特別措置法に基づく空き家等対策計画を策定しているものとなっています。龍神議

員の空き家等対策計画の作成の進捗状況はとの質問に、町長はまだ進んでいないと答弁さ

れていますが、早急に計画を作成する必要があると思いますがどうですか。 

 また、補助対象事業として、空き家の活用に２分の１の補助、空き家の除却に５分の２

の補助があるそうです。さらに空き家の実態把握も補助対象事業となっていますので、御

坊市が行った調査のように、所有者へのアンケートを行うなど詳しい実態調査を実施して

はどうですか。 

 ４つ目、ことし４月に成立した改正住宅セーフネット法に基づいて、１０月２５日、空

き家、空き部屋を高齢者や低所得者、子育て世帯など向けの賃貸住宅として活用する新た

な制度がスタートしました。新制度では、空き家などの所有者が高齢者などの住宅確保配

慮者らの入居を拒まない物件を都道府県に登録し、物件の情報を希望者に提供し、円滑な

入居を後押しします。適切な物件かどうかの監督も行います。登録された住宅のうち、特

に高齢者らに入居を限定した物件は専用住宅と位置づけ、耐震改修やバリアフリー化など

の工事を行う場合所有者に最大２，０００千円助成、低所得者の入居者には家賃を最大で

月４０千円、入居時の家賃、債務保証料６０千円まで補助しますとなっています。空き家

活用の方法の一つとして新制度の利用を考えてはどうですか。 

 以上、お願いします。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 中西議員の２点目でございます。空き家対策についてのご質問に

お答えいたします。 

 その中で、１つ目が本町の空き家の状況はでございます。 

 和歌山県空き家バンクへの登録は、原則、空き家の持ち主が行うものでございます。現

段階での空き家の把握につきましては、昨年、各地区皆様のご協力のもと調査いただいた

使用可能と判断できる空き家の情報のみとなってございます。 

 議員がイメージされている空き家、廃屋に類する建物全てを町がデータベース化するこ

とは考えてございません。来年度、本町が和歌山県空き家バンクへ登録できるよう、和歌

山県の指導のもと、町が準備しなければならないことを今年度中に整え、来年度には使用

可能な空き家の持ち主に空き家バンクへの登録お願いや登録方法などを通知、説明する予

定で進めてございます。その後、ホームページや広報みはまで周知したいと考えてござい

ます。 

 ２つ目でございます。空家等対策の推進に関する特別措置法の問題点は何かにお答えい

たします。 

 国土交通省の発表した資料では、全国で代執行まで至った件数は１１件しかないという

のは議員ご指摘のとおりでございます。法律の問題点といいますか代執行まで至らない理

由は、町が代執行して廃屋の除却を行っても、その費用につきまして回収できないことが

容易に想像できることだと思います。特定空き家の状態までになるには、所有者が全く不
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明であるか、それとも支払い能力がない場合がほとんどであり、都市部の一等地であれば

除却費用が支払われない場合に、その土地を差し押さえして売却するという方法も考えら

れますが、地方の町では、売却しても費用の大部分は持ち出しとなると思います。あくま

で個人の財産であるので、町がかわりに除却をするには、費用を回収できる見込みがあっ

てのことと思いますので、特別措置法による代執行が進まない最大の要因はこのあたりだ

と思ってございます。 

 ３つ目でございます。早急に空き家対策計画を策定しないのか、詳しい実態調査の実施

が必要ではないかにお答えいたします。 

 空き家等対策計画の策定につきましては、現在まだ進んでございません。また、計画の

策定により除却や空き家の活用につきまして補助があるという件につきましても、詳細は

把握できてございません。実態調査につきましては、昨年、区長会のご協力のもと、特定

空き家に該当しそうな廃屋をリストアップしていただき、総務政策課のほうで確認した軒

数が５３軒となってございます。また、活用できそうな古家につきましても、区長会で調

査しリストアップしていただきました。いつ対策計画の策定をするか、まだ決めてはござ

いませんが、今後検討したいと思ってございます。 

 ４点目でございます。改正住宅セーフティネット法に基づく新制度の利用を考えてはど

うかにお答えいたします。 

 先月の議会からの文書質問にもお答えしましたように、１０月２５日に施行された改正

住宅セーフティネット法につきましては、空き家を貸したい人が高齢者、低所得者、子育

て世帯等の住宅確保要配慮者が入居するにつきまして、入居を拒まない旨を県が提供する

システムに登録することで、借りたい人と貸したい人との間を橋渡しする仕組みとなって

ございます。空き家バンク制度とは別のものですが、県の登録制度が仲介の役割をするの

で安心が得られるという点では、空き家バンクと類似の制度であると言えます。実際の橋

渡しの業務は、県が指定するＮＰＯ法人などの居住支援法人が行うことになるようでござ

います。県の制度でございますので詳細は把握してございませんが、空き家活用の方法の

一つとして注目していきたいと考えてございます。 

○議長（髙野正君） １０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 空き家の問題はこれから大変な問題になるんではないかなと思うのを一つの身近な例で

挙げますと、私は西中の６班という１８軒の班になっているんですが、その１８軒のうち、

もう既に３軒が空き家に、亡くなったりしてなっています。１５軒残っているんですが、

ところがこれ、１０年後にどうなるか。私自身の家も老夫婦ですので、１０年たったらも

う空き家になっているかもわかりません。そんなのを考えたら、もうそういう高齢者のひ

とり暮らしの家が１軒と、老夫婦、後期高齢者以上の夫婦の家は５軒あるわけです。そう

しますと、１０年たったらさらに空き家がふえるんではないかな、こういうふうに非常に

思います。だから、早く空き家対策を町としてもやっておかなあかんの違うんかなと思う
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のが一つです。 

 それから、これをやったら非常にいい話を一つ聞いたんです。同じ西中の人ですけれど

も、近所に空き家があって、そこへ子どもらが入り込んで、もしかたばこらを吸うて火事

になったらうちとこへも燃え移ってくるという苦情を聞きました。ちょっと役場にも申し

上げたんですけれども、ところが、これが除却されまして新しい家が建ちました。古家解

体で１３軒、平成２８年度には実績があるそうですが、それかどうかはわかりませんけれ

ども、そこに３人の子どもを持った夫婦が入居することになったんです。そうしますと、

その近所の人はとてもよかったと。安心やし、子どもの声がいっぱい聞こえてというふう

に、この前そんな話を聞きました。つまり、空き家をなくして新しい人が住むことになっ

たら、本当に町づくりということでも一歩前進するんではないかなと、こういうふうに思

います。 

 そこで、これは意見ですけれども、質問ですが、一つは、区長会に依頼して調査をした

というふうに言われましたが、これは、区長会とも協力しながらやっぱり町がリーダー

シップをとってせんならん調査ではないかなと考えますが、これについてはどうでしょう

か。 

 それから２つ目、５３軒が廃屋のようなものやと言われましたが、この５３軒全てが所

有者不明なんですか。所有者不明が５３軒の廃屋に近いようなもの、もし今、非常に難し

いのは、所有者がわからんからというお話でしたので、５３軒全て所有者がわからんのか、

そういうふうなことを２つ目、お願いします。 

 それから３つ目は、空き家対策、これは龍神議員の質問に町長は前向きに進めていきた

いと、このように答弁をされておりました。ところが、これは平成２７年ですから既に２

年たっているんですが、ほとんど進んでないんです。やっぱりこれは本当に真剣になって

進めていかなあかんのではないか、そのためにはまず実態調査、そして空き家対策計画、

これを早くせんとあかんの違うんかなと思う。この３つの点についてお願いします。 

○議長（髙野正君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） 中西議員にお答えいたします。 

 １点目の区長会に依頼した調査の件についてでございますけれども、総務のほうではこ

の廃屋に限っての話になるんですけれども、昨年、区長会に依頼する前に、その前にも一

度各課の職員さんにご協力いただいて、自分の住む地域の実態を把握してくれということ

で一度調査を行った経緯がございます。その調査を行ったんですけれども、昨年この特別

措置法ができたこともあって、改めて区長会さんに再度調査をお願いしたと。そのときに

は、廃屋と言われるようなもうなかなか住むにも難しいというような家については、赤い

色をつけてください、それと、空き家でまだまだ活用というか、貸したりとか、もし続け

て住めるような家があれば青い色で塗ってくださいというふうなお願いをして、地図で示

してもらったものを集約したものでございます。 

 それに基づいて、また再度廃屋については町でももう一度現地を確認してございますの
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で、町と区長会さんと協力した上で実態把握というか、調査を行ったということでござい

ます。 

 それと、廃屋と思われる５３軒の所有者の関係ですけれども、所有者が全てわからない

ということではございません。所有者の方がわかっているものもあれば、もう全くわから

ないというケースもございます。ちょっと内訳については把握してございません。 

 それと、実態調査及び計画策定についての今後の見通しなんですけれども、特別措置法

自体が、一つは使っていない家を活用しようという観点、それと、もう危険で全く使えな

いような家を除却していこうという２つの観点があると思います。計画自体も２つの視点

から活用の方向と除却の方向について町の計画として定めていくというものでございます。

周辺町でも幾つか、管内では由良町さんが先駆けてつくっているんですけれども、まだま

だ計画策定には至っていないというところが大部分でございますので、今後、先ほど御坊

市の例も議員が挙げられていましたので、そういう体制づくりから始まって、また検討し

ていきたいと思ってございます。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） １０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） それでは、再々質問を１つだけ。 

 ５３軒は所有者がわかっているものも、分類はわからんけれどもあるということでした。

特別措置法でいいますと、特定空き家の勧告をしたら固定資産税の軽減措置が除外されて

固定資産税が６倍になるとかあるんで、所有者がわかっているところはそういう勧告をし

て、固定資産税が６倍になるぞというようなことでできんのでしょうかということをお願

いします。 

○議長（髙野正君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） 所有者がわかっている分について、今おっしゃられるよう

な対策をとっていくということも一つかと思います。ただ、５３軒のうち、例えば三尾で

そのうち２０軒とかいう形で本当にもう所有者がわからない、またはそもそも固定資産税

がかかっていないというふうなケースもございまして、そういう勧告にまで今のところ

至っていないんですけれども、そういう方法が有効であればそれも含めて、さきの計画づ

くりと含めて検討していきたいと思ってございます。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） １０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） 非常に難しい問題だと思いますけれども、大変なことになる

と思いますのでよろしくお願いします。 

 それでは、３点目の質問に移ります。 

 町内に残る戦跡を保存し、平和教育の教材にという質問ですが、日高の平和委員会は、

和歌山県平和委員会から提供された紀伊防衛隊築城施設要図をもとに日高地方の戦跡調査

に取り組み、昨年とことし、２回にわたって報告会を開きました。ことし１１月には丸山
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と入山、本ノ脇の戦跡のフィールドワークが実施され、塹壕や地下壕などを私も参加して

見学しました。私は２回の報告会とフィールドワークに参加し、これらは平和教育の教材

になるのではと思いました。 

 １９４４年７月のサイパン陥落によって米軍の本土空襲作戦が現実のものとなり、

１９４５年３月１０日には東京大空襲、同月、米軍は沖縄に艦砲射撃、じゅうたん爆撃を

行って上陸、住民を巻き込んだ激しい地上戦が繰り広げられました。 

 こうした状況下、本土防衛のための陸軍部隊の組織改編が行われました。１９４５年４

月１３日に策定された近畿地方防衛準備要綱要図によりますと、三重県の南牟婁郡から和

歌山県、大阪、泉南、兵庫県、淡路を結ぶ大阪湾岸防衛地帯、これをずっと結んだんです

が、和歌山県は全部が前線になっています。防衛してくれんところに置かれています。そ

の外に置かれた和歌山市の１４４師団、御坊地区１２３旅団の任務は、最前線で米軍と戦

闘する軍隊と位置づけされ、塹壕、タコつぼ、地下壕、トーチカ、砲の下方の陣地づくり

が突貫工事で行われました。塹壕やトーチカを設置した地図が紀伊防衛隊築城施設要図で

す。「和田小学校沿革史」には、学校が兵の宿舎となり、二部教授実施等の記述があり、

日高新報「その日がくる前に」には、和田村常徳寺に陸軍一個小隊４０人、５０人が駐屯

し、松林に直径１．５メートルほどのタコつぼを掘り、米軍の侵攻を阻止しようとしたと

あります。 

 本土決戦に備えて、日高地方の各小学校に兵隊が駐屯しました。そのほとんどは４０過

ぎの老兵で、銃は２人か３人に１丁、竹の水筒を肩に、スコップとつるはしで西山に軍用

道路をつけ、防空壕やトーチカづくりに励みました。食事は、柳行李に入った雑穀のご飯

にかぼちゃの塩汁だったそうです。子どもたちも塹壕づくりに動員されました。夫は和田

国民学校の２年生だったと思いますが、この土を運んだということです。 

 １１月１９日の戦跡フィールドワークで見学したのは、野口の砲台跡とトーチカ、入山

の塹壕、本ノ脇の塹壕２カ所です。塹壕やトーチカは雑木や竹に覆われ、崩落したものも

あり、また、ごみ捨て場とされているものもあります。入山や本ノ脇の残された塹壕など

を整備し、看板を設置して戦争の愚かさを学ぶ教材に利用してはと思いますが、どう考え

ますか。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 中西議員の３点目でございます。町内に残る戦跡を保存し、平和

教育の教材にでございます。 

 その中で、入山、本ノ脇に残る戦跡、塹壕、トーチカ等の幾つかを整備し、看板を設置

して平和教育に利用できないのかにお答えいたします。 

 議員がおっしゃるように、平和について考え、平和を維持するためにはどのような施策

を行えばよいのかということについて、継続して考えていくことは大切であると思います。

日本国憲法前文には「日本国民は、恒久の平和を念願し」というくだりがございます。さ

らに第９条には、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」とい
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うことがうたわれてございます。国民一人一人が平和を求めていくことは、重要かつ必要

なことであると考えてございます。 

 そんな中、地域に残る戦跡を保存し平和教育の教材として活用できるように整備するこ

とにつきましては、悲惨な戦争の傷跡を後の世代に受け継ぎ、今後戦争のない平和な世の

中をつくっていく上で有効な一つの方策であると考えてございます。 

 しかしながら、平和についての教育を進めていく方法はほかにもあると考えます。この

ことにつきましては教育委員会とも意見交換をしながら検討してまいりたいと考えてござ

います。 

 よって、現在のところ入山、本ノ脇に残る戦跡を整備することは考えてございません。 

○議長（髙野正君） 教育長。 

○教育長（古屋修君） 中西議員の町内に残る戦跡を保存し、平和教育の教材に利用でき

ないかというご質問にお答えをいたします。 

 日本国憲法を受け、教育基本法には、日本国民がたゆまぬ努力により世界の平和と人類

の福祉の向上に貢献すること、また、我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国

際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことと明記されてございます。 

 町内の各小・中学校においては、児童・生徒の発達段階に応じて、学校生活全般におい

て日々友達と仲よくすることなど、つまりは平和の大切さについて指導しているところで

ございます。また、社会科の授業の中では、人々が協力してよりよき社会、平和な社会を

構築し維持していくために、人々はどのような取り組みをし、どのような歴史的事実が

あったのかということを考えさせることを通して、将来の平和な世の中の構築について指

導を行ってございます。また、毎年夏休み中の登校日には、各校が独自に平和の大切さ、

戦争等の悲惨さを児童・生徒に示すなど、平和学習の機会を設けているところでございま

す。 

 そんな中、入山及び本ノ脇の戦跡を整備し、平和教育の教材にしてはどうかというご提

案でありますが、確かに平和な世の中を継承していく方途の一つとして、過去の悲惨な戦

跡を見学し、戦争について考えさせることは大切なことであると考えます。特に地元にあ

る戦跡を教材にすることは、児童・生徒の学習意欲を喚起することにもつながっていくと

考えます。今後、授業を行う中で見学の必要性を教員が感じた場合等には、見学しやすい

状況をつくることも必要になってくるのではないかと考えますが、現在のところはそのよ

うな状況にはございません。 

 なお、授業で活用する資料としては、現場の地図、画像、映像などを活用することは有

効であると考えますので、必要に応じ児童・生徒への指導に生かすことができればと考え

てございます。 

○議長（髙野正君） １０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 もう７２年間戦争がなかったわけですから、この議場でも戦争を経験した人は私ぐらい
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ではないかなと思うんです、私は昭和１６年生まれですから。それでも３つか４つですか

らちゃんとは覚えていませんけれども。そういうような中で、本当に教育長が言われたよ

うに教員の方でなかなかそういう、若い教員の方やとおじいちゃん、おばあちゃんも戦争

を知らんというような世代になってきていると思いますので、なかなかこれを教材にとい

うのは難しいかと思いますが、ぜひ、まず教員の方にでもそれを知っていただいて、地図

とか画像とかやったらということですので、そういうものもまたできたら提供させていた

だきたいと思っております。 

 そこで質問ですが、松洋中では８月２２日の２年生の登校日に平和学習をやったそうで

すけれども、その中身について少し教えてください。 

○議長（髙野正君） 教育課長。 

○教育課長（西端成太郎君） 中西議員についてお答えをいたします。 

 松洋中学校では毎年夏休みにやっているわけですけれども、本年度はご指摘のとおり、

２年生で行いました。本年度はＤＶＤを視聴ということであります。これ、タイトルは

「さとうきび畑の詩」ということで、サブタイトルは「清ら島 沖縄」という、その内容

について、３２分間ぐらいですけれども、ＤＶＤを見て、後は教員と生徒で話をするとい

う、そういうふうなことをやっております。 

 以上でございます。 

○議長（髙野正君） １０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） 沖縄戦のあれをＤＶＤで見られたということで、身近なとこ

ろでもいろいろありますので、そういう教材もまた探っていただけたらということをお願

いして、次の４つ目の質問にいきます。 

 最後の質問ですが、Ｊアラートによる避難訓練というふうに書いているんですけれども、

これミサイルの発射の避難訓練です。もちろんＪアラートを使った自然災害の津波やそう

いうのは当然行われていいと思うんですけれども、Ｊアラートによるミサイル発射の避難

訓練はおかしいんではないかということですが、そのことを最後に質問します。 

 ことしの漢字１字に、きょうは新聞に出ておりましたが、「北」が選ばれました。やっ

ぱりこれ、北朝鮮のミサイルとか核実験とか、あるいは木造船の漂着とかいろいろ騒がし

いことがありましたので「北」が選ばれたということもあるかと思いますが、北朝鮮によ

る核実験や弾道ミサイルの発射は平和にとって大きな脅威となっています。しばらく鎮静

化したのかと思っていましたら、再び１１月末に弾道ミサイルが日本海に落下しました。

通告もなしに弾道ミサイルを発射する、特に８月のような日本列島を飛び越える発射は大

変危険なもので、また核実験も、核兵器をなくそうという国際社会の流れに真っ向から背

くものです。 

 ついでに言いますと、１２月１０日には核兵器禁止条約採択に尽力したＩＣＡＮ（核兵

器廃絶国際キャンペーン）へのノーベル平和賞の授賞式が行われました。核兵器のない世

界を願う、こういう国際的な流れは大きくなっています。そうした中で北朝鮮は、また来
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年核実験をするのではないかと言われています。こうした北朝鮮の暴挙は許されるもので

はありません。 

 今一番心配なことは、北朝鮮とアメリカの軍事的緊張がエスカレートして、偶発や誤算

によって軍事的衝突が起こるのではないかということです。軍事的衝突が起これば、この

地域に与える損害ははかり知れないし、日本も例外ではなく深刻な被害を受けるのではな

いかと危惧します。 

 例えば、北朝鮮は日本の米軍基地や原子力発電所を標的にすると言っておりますが、こ

の前、トランプ大統領が来日しました。そのときにおり立ったのが横田基地でした。横田

の米軍基地におり立ちました。また、出発したのも横田基地でした。軍事を非常に考えて

いるんかなと恐ろしくなったんですけれども、横田基地というのは東京のすぐ近く、首都

の周辺です。そこへもしそんなものが落とされたらどれだけの人的被害ができるか、非常

に恐ろしいと思います。菅官房長官ですか、あの人は絶対に日本はどれだけ被害があるか

ということには答えませんけれども、そやけど想像できると思います。何としても軍事的

衝突を避けなければならない。そのためには制裁を強化する、これは今、世界一致して強

化していますが、それと同時に外交的解決を目指す必要があるのではないかと思います。 

 政府は、テレビや新聞などを使って弾道ミサイル落下時の行動についてを大宣伝しまし

た。これによりますと、Ｊアラートが鳴ったら落ちついて直ちに行動してくださいとして、

屋外にいる場合は頑丈な建物や地下に避難する、建物がない場合は物陰に身を隠すか地面

に伏せて頭部を守る、屋内にいる場合、窓から離れるか窓のない部屋に移動するとありま

す。さきの戦争のときの防空ごうや防空頭巾、バケツリレーや竹やり訓練を想起しました。

核兵器が発射される、原発にミサイルが打ち込まれるという現代の戦争にこんな避難行動

は全く役に立たず、かえって住民の不安をかき立てるだけではないでしょうか。地震、津

波などの自然災害は事前に防ぐことはできません。ですから、避難場所をつくり、避難訓

練を繰り返すことで犠牲者をゼロに近づけることができます。しかし、戦争は人間が起こ

すものですから防ぐことができます。Ｊアラートや避難を必要としない状況をつくること

や、そのためにも米朝の対話を促す外交努力が必要ではないでしょうか。先ほども町長、

教育長の答弁に言われましたが、恒久の平和とか憲法９条、この精神が非常に大事ではな

いかと思います。 

 政府と自治体によるＪアラートを使ったミサイル避難訓練が行われた自治体、近畿では

兵庫県西宮市など全国で２４市町だと聞いております。さらに、新聞によりますと、１２

月１日には福岡市で、１２月９日には高松市でＪアラートを使ったミサイルの訓練が行わ

れたそうですけれども、こういうふうな訓練は効果があり、必要と考えますか。 

 以上、お願いします。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 中西議員の４点目でございます。 

 Ｊアラートによる避難訓練は時代錯誤ではのお尋ねの中で、Ｊアラートを使った避難訓
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練は効果があり、必要と考えるのかにお答えいたします。 

 まず、緊迫する北朝鮮行政は憂慮いたしますが、全国瞬時警報システムＪアラートは、

ミサイルが日本に向けて発射された際など、その情報を住民の方にいち早く伝達する目的

で国が設置しているものであるので、その評価を自治体の首長がするものではないと考え

てございます。また、Ｊアラートのシステム自体は、ミサイル発射などの際以外にも、議

員がおっしゃるとおり、気象警報、津波注意報、火山の噴火などの場合にも活用されてい

るシステムであることをご理解願いたいと改めて思います。 

 さて、ミサイル発射に備えた避難訓練でございますが、確かに住民の不安をあおるだけ

というのはそのとおりかもしれません。現時点はそのような訓練は考えてございません。 

○議長（髙野正君） １０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） 再質問です。 

 現時点では訓練は考えていない、このことをしっかりと覚えておきたいと思います。国

からまた何か言うてくるかもわかりませんけれども、そういうことは効果ないと、地面に

伏せて頭ら防いでも、そんなミサイルやら核兵器では全然あきませんね。第二次世界大戦

でもそんな地面に伏せて頭を隠してもあかんかったわけですから、日露戦争ぐらいではい

いかもわかりませんけれども、そういうふうなことで、このことはしっかりと覚えておい

て、訓練は考えていないということ、いい答弁をいただいたということで、私の質問はこ

れで終わります。 

○議長（髙野正君） しばらく休憩します。 

 再開は午後１時３０分です。 

午前十一時三十六分休憩 

   ―――・――― 

午後一時三〇分再開 

○議長（髙野正君） 再開します。 

 午前に引き続き一般質問を行います。 

 ４番、北村議員の質問を許します。４番、北村議員。 

○４番（北村龍二君） 議長のお許しを得ましたので、一般質問させていただきます。 

 第４回定例会の一般質問に当たり、２点について質問させていただきたいと思います。 

 地方創生という言葉を定義づけて明文化されたものは存在しないと言われていますが、

主に第２次安部内閣からの地方活性化への取り組みや事業を指して使われています。

２０１４年９月にまち・ひと・しごと創生本部が設置され、２０１４年１２月にまち・ひ

と・しごと創生法としてまち・ひと・しごと創生本部は内閣設置の法定組織となりました。

そして、地方の活性化を目指す方法論としてまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、

急速に進む日本の少子高齢化に対応、人口問題に歯どめをかけるべく施策されています。

この施策を実現するには、人口が首都圏に集中することを食いとめ、各地方自治体がワー

クバランスを保って日本の社会全体を活気あるものにしていくことが重要と記されていま
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す。 

 当町も国と取り組んで西山統括官を招請し、まだ西山統括官がおられない平成２７年７

月を皮切りに、平成２７年８月、９月、そして西山統括官を交えての平成２８年５月から

平成２９年１０月まで、議員にもわかるように計８回、全員協議会の中で説明をしていた

だきました。 

 さて、本題ですが、私自身、平成２９年の第１回定例会、第２回定例会と質問させてい

ただいておりますが、私も理解している部分もありますが、わからない部分、また聞きた

い部分もありますので、あえてもう一度質問させていただきたいと思います。 

 １つ目、アンテナショップＭＩＨＡＭＡに地域おこし協力隊の方が２名来られています

が、アンテナショップＭＩＨＡＭＡ開催日には精力的に活動されておられ、フェイスブッ

ク等も活用され、活発に動いておられると思います。しかしながら、平日にはやはり役場

にいることが多いのですが、平日は主にどういったことをされているのでしょうか。 

 ２番目、また、アンテナショップＭＩＨＡＭＡは運営していることに意義があるという

ことは、活性化になっているということも充分理解しております。しかしながら、一度は

収支や内容も知っておきたいと住民さんからの声を聞いたことがあるのですが、内容はと

もかくとして、ここ１年間の収支状況を教えていただきたいと思います。 

 そして３つ目、日ノ岬・アメリカ村再生協議会を立ち上げられてご苦労や大変さはひし

ひしと伝わっておりますが、いざ立ち上げ後の従業員の人員確保の問題や、今後の運営の

展開などをお聞かせ願いたいと思います。また、その取り決め方はどのようにお考えで

しょうか。 

 ４つ目、西山統括官の任期が迫っていますが、以前から私も同僚議員も何度も質問した

経緯もありますが、今後どういった形で取り組んでいくのか、残りあと３カ月余りだと思

いますが、そろそろ決断の時期ではないでしょうか。 

 以上４点、よろしくお願いします。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 北村議員の１つ目でございます。わが町の地方創生についてのご

質問で４項目がございます。 

 １つ目が、地域おこし協力隊の方は平日はどういったことをしているのかにお答えいた

します。 

 既にご存じのとおり、美浜町には２名の方が地域おこし協力隊としていらっしゃいます。

１名は７月１５日より活動を開始し、アンテナショップＭＩＨＡＭＡの運営に携わり、全

ての営業日に店舗で勤務してございます。平日は、出店者をふやすための訪問活動や営業

の準備、イベントの企画考案などに取り組んでいます。訪問活動を始めてから、野菜の部

４件、雑貨の部２件の計６件の新規出店者を獲得してございます。 

 もう一名は、１１月１日から主に役場で勤務してございます。まだ勤務を開始したばか

りでございますが、ウェブデザイン技能士という資格を生かして、アンテナショップ内の
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ポスターやチラシのデザイン作成のほか、先日の松原地区高台避難場所の竣工式でも上映

した高台着工前から完成までを記録した写真や動画の素材を用いた「松原高台ができるま

で」という動画の制作編集作業を行いました。この方には今後、移住推進などの業務にも

取り組んでもらう予定でございます。 

 また、２名には和歌山県などが行う地域おこし協力隊の研修にも積極的に参加し、美浜

町以外の地域おこし協力隊との情報交換や親睦を図っているとも聞いてございます。 

 いずれにいたしましても、今後いろいろと地域活性につながる取り組みや美浜の魅力を

発信していただきたいと期待しているところでございます。 

 ２つ目でございます。アンテナショップＭＩＨＡＭＡのこの１年間の収支状況はにお答

えいたします。 

 アンテナショップＭＩＨＡＭＡは昨年１１月から運営を開始しましたが、平成２８年度

の営業につきましてはプロジェクトチームによる試験運営のため、収支はございません。 

 今年度４月から１１月の収支状況についてお答えいたします。４月から１１月までの総

売り上げが２，８７９，２７５円で、売り上げのうち１０％を役場が販売手数料として徴

収いたしますので、役場の収入が２８７，９２７円でございます。人件費といたしまして

臨時の職員２名分３１８，０００円となりますので、収支はマイナス３０，０７３円と

なってございます。 

 ３つ目でございます。日ノ岬・アメリカ村再生協議会の今後の運営の展望はのお尋ねで

ございます。 

 来年度以降、カナダミュージアム、アメリカ村レストラン、ゲストハウスの営業が開始

されるため、それらで働く従業員の確保や運営方法については遅くとも今年度中には詰め

ておく必要があります。これらの施設の運営につきましてはアメリカ村再生協議会の部会

を母体とするＮＰＯが行う予定であり、去る１２月１０日に設立総会を開催し、来年２月

の設立認可を目指して準備中でございます。 

 従業員につきましては、基本的にはＮＰＯメンバーが従事することになりますが、特に

レストランやゲストハウスは業務に習熟した人材が必要であると考えており、ＮＰＯの各

部門の責任者と協議をしながら鋭意検討を進めているところでございます。 

 なお、従業員の賃金につきましては地方創生推進交付金から手当てすることも可能であ

ると確認してございます。 

 ４つ目でございます。西山統括官の任期についての考えはにお答えいたします。 

 去る６月議会での北村議員、そして９月議会での繁田議員のご質問に対し、制度の要綱

によると勤務期間は２年と申し上げてきましたし、現在もその考えは変わりません。西山

統括官につきましては来年３月末で一区切りと考えてございます。 

○議長（髙野正君） ４番、北村議員。 

○４番（北村龍二君） 大前提としまして、私は最初からこのプロジェクトは賛成ですと、

頑張りましょうということでお話しさせていただいておりました。いろいろあるとは思い
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ますが、まず、１点目の地域おこし協力隊、これはもちろんこれからのお仕事となってき

ますもので、そこからとやかく言うつもりはございません。ただ、できることなら三尾の

プロジェクトにしても吉原のプロジェクトにしてもやっぱりどんどん参加していっていた

だいて、地域おこし協力隊を呼んだ意味というのを、煙樹ヶ浜のプロジェクトをされると

いうことはもちろんのこと、あとの２つもやっていただきたいということでありますが、

１個だけ、移住推進とは具体的にどんなことをやられるんですかということがまず１つ目

のことです。 

 もう一つのアンテナショップＭＩＨＡＭＡの収支ということなんですが、先ほども述べ

させてもろうていると思うんですけれども、運営することに意義があると私も常々そう

思っております、収支はどうのこうのじゃないと。しかしながら、最初の営業年やという

こともありまして、議員を初め住民の皆さんも一回聞いてみようかというお話もよくお聞

きします。ただ、私も若いころから営業畑でいろいろ会社経営もさせてもらいましたけれ

ども、これは売り上げが何ぼですと、そのうちの売り上げの１０％が販売手数料ですと、

人件費は幾らですと、それ以外は収支じゃないというんであられるなら、もうそれはそれ

で結構なんです。例えば光熱費もそうやし、収支というんやったら収支なりのお答えをい

ただきたいなと。今出せるんであれば、例えば他所から出ているというんであればそれは

それで結構なんで、そういうお答えで。これが例えば３０，０００円のマイナスやという

んであればそれでも結構です。そういうお答えの仕方をしていただきたい。 

 次、日ノ岬・アメリカ村再生事業のことなんですが、平成２９年第２回定例会の一般質

問、町長の答弁で、北村議員、いろんな形でご指摘はありがたいと、そして、それととも

にまたバックアップということも重ねてお願いしたいと言うていただきました。そこから

はや６カ月、今ではＮＰＯ法人の立ち上げまで来てうれしいということ、ＮＰＯ法人の立

ち上げを迎え、それはうれしいことだと、しかし残念ながら、議会としてはなかなか参加

することができず、全員協議会でお聞きするか個人的にお話をお聞きするか、大変よい意

味ではありますが、このプロジェクトがどんどん前へ行っているということは、ごてごて

のときもありましたけれども、すごくいいと思います。ここはもう先ほど前段の田渕議員

ともお話がかぶるところが多々あるんですが、そこはご了承ください。 

 私の場合の答弁の回答ですが、簡単に言えばアメリカ村レストランの従業員確保も運営

側がやっていく、ＮＰＯ法人協議会がやっていくということで、運営のほうも簡単に言え

ばそっちでやっていくというお話で、先ほどもそういう田渕議員のときのお話もそうでし

た。 

 そこで質問です。この答弁をもう一度、かぶっているのはすみません。答弁を見る限り、

やはり運営や人員確保はアメリカ村再生協議会やＮＰＯ法人に任せるということで変わり

ないかということと、そうなってきますと運営費も協議会を通じてＮＰＯ法人にいくとい

うことになりますが、ＮＰＯ法人の運営状況の確認や経理状況の監査システムなどどうい

うふうな形で関与されていくのか、これも先ほどとかぶっているかもわかりませんが、そ
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してまた、成功、失敗にかかわらず責任はどこにあるようになってくるのかということ、

この３つ、ぜひよろしくお願いします。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 北村議員の再質問ということでお答えいたします。 

 １点目の地域おこし協力隊という形の中の移住推進ということでございます。先ほども

中西議員のときもご答弁させていただきましたが、本当、いろんな形で日本というか和歌

山というか、美浜もそうなんですけれども、多くの空き家等々がふえておるのが現状でご

ざいます。そういった空き家を何とか解消できないか、そしてまた、いろんな形で美浜町

に住んでいただきたいというふうなアピールというんですか、ＰＲ等々も含めた中で、現

在は地域おこし協力隊のお一人の方にはそういったことに対しまして今後取り組んでいた

だきたいということをお願いしている状況でございます。 

 そして、２点目のアンテナショップの収支ということでございますが、先ほど私自身ご

答弁させていただいたのは、プラスのほうでは販売手数料の、議員がご存じのとおり

１０％ということでご答弁させていただきまして、あとは支出のほうでは臨時の方の賃金

ということでご答弁させていただきました。おっしゃるとおり細かく言えば、水道代もそ

うでございます、光熱水費というような形もございます。あと、あそこでいえば電話等々

もございますので、一つ一つというか、精査していけばそういった形もあろうかと思いま

すが、先ほど私自身は本当に大きな、大まかな形でご答弁させていただいたということで、

ご理解賜りたいなと思ってございます。 

 アンテナショップということで、北村議員もいろんな形でご支援を頂戴しておると私は

思っております。その中でやはりアンテナショップということで言えば、いろんな形で農

産物とか、そしてインテリア関係等々もそうなんですけれども、１つより２つ、２つより

３つというような形の中で多くの方の品ぞろえが来ていただける人に対しまして手に取っ

て見てもらえるというふうな大きな要因もあろうかと思いますので、今後もそうなんです

けれども、アンテナショップに関しましたならば、先ほど地域おこし協力隊がいろんな形

で農業者とかそういったところへ訪問させていただいて新規の獲得もしておるんです。今

後は大きな品ぞろえとかその辺の関係もあろうかなと思ってございますので、またいろん

な形でご支援、ご協力を賜りたいなと、このように思ってございます。 

○議長（髙野正君） 地方創生統括官。 

○地方創生統括官（西山巨章君） まず、協議会ＮＰＯのチェックとかそういうのをどう

するかということでよろしいんでしょうか。 

 先ほど田渕議員のときに、流れとしては役場のほうで事業計画を決めてあって、それに

基づいて協議会ができ、日常的な運営をＮＰＯということでございまして、やっぱり事業

自体というか、予算というのは国のお金なんで、いずれにしても最終的には会計検査院の

厳しいチェックがあるんで、ＮＰＯはある意味断続的に経営してもらわなきゃいけないん

ですけれども、それを野放図にするわけにはいかないので、今、役場とＮＰＯ協議会との
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話し合いの中で、２カ月に１回ぐらいは支払いのチェックをしてもらって、交付金の要綱

にのっとった支出をしているかどうかというのはチェックしてもらおうかと、そういうこ

とはしております。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） それと、北村議員のお尋ねの中で、いろんな形の中で責任はどう

なるかというようなご質問があったかと思うんですけれども、よろしいですよね。 

 先ほど田渕議員のときも私自身ご答弁させていただきましたが、いろんな形で地方創生

ということで、先ほど北村議員の中で東京一極集中云々のお話もございました。そういっ

た中で最終的に協議会という形をつくって、三尾の場合でしたらばＮＰＯ法人ということ

で現在は準備中というような形になっておるんですけれども、最終的にいろんな形でご努

力をいただいて、もちろんスタートしたところでございます。マイナスということは私自

身は考えてございませんが、先ほどご答弁させていただきましたのは、協議会のときも私

自身お話しさせていただいたのは、まちがいろんな形でバックアップさせていただきます。

町は逃げたりはしませんのでということで、今回も北村議員、これでご理解を賜りたいな

と、このように思います。 

○議長（髙野正君） ４番、北村議員。 

○４番（北村龍二君） 統括官の先ほどの僕の最後の４つ目のもう終わりですがというや

つ、すみません、ちょっと抜けました。しかしながら、もう結構です。改めてはもうない

ですけれども、言わせてもらいます。 

 ただ、その前の統括官の今のお話で監査的な役ということなんですが、先ほどお聞きし

ていると、国はもちろん町に対して監査する義務もあるでしょうし、監査できるというこ

とをおっしゃっていたと思うんですが、国から例えば監査が協議会も行けて、もっと言う

たらＮＰＯ法人までおりてきてもいけるんであれば、これはまたいい話ではありますが、

なかなか恐らく町に補助金が出ているということであれば町までのような気もせんでもな

いんです。その辺というのはまだはっきりおわかりにならないという見解でいいんですか。 

 それでもう一個、まだわからんということにしても、やはり町から協議会には何らかの

つながりと何らかの監査といいますか、変な意味じゃないんですけれども、ほったらかさ

んというか、何らかのつながりをずっと持っていっておかないとだめだと私は思います。

それがどんなつながり方かはわかりませんが、それは、ずっとつながってやっておられる

以上は、つながっていかなあかんと思います。そこをおわかりになられたら、今の前段の

質問はちょっとお願いしたいんです。 

 あと１個、町長、まことに言いにくいんですけれども、今の企画３つ、やっぱりこれは

町長が前へ出てはって、よっしゃ成功した、さすが町長やなと、町長あれやけど失敗した

な、そやけど町長、わいが責任とるよと言うべきやと思うんです、まことに言いにくいん

ですが。 

 ほんなら、例えば町長、今のところ逃げるつもりもないですよと言うたとしても、ほん
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なら誰が責任とるんよという話で、誰も今のところないわよと言うんか、誰やろうなと言

うんか、この辺ちょっと１回お聞きしたいです。そやないと、今、吉原でやっておられる

ところもまだＮＰＯ法人をこれから立ち上げようかとかいう話になっておられると思うん

ですが、今後そのＮＰＯ法人もどうするんよと、責任の所在がわからんでなとなったとき

に、わしらに降りかかってくるんかなということも考えておられる方も出てくるかもわか

りません。この辺は、やっぱり町でやっていることですし、国から町ということなんで、

これはもう町長が、よっしゃわかった、わしが責任とるよとできれば言うていただきたい

と思うんですが、いかがですか。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 北村議員にお答えいたします。 

 地方創生というような形の中で、そしてこういった形の地方創生統括官ということで、

いろんな形でお招きしたのは最終的に私でございます。私の判断の中で、地方創生統括官

ということで西山統括官をお招きいたしました。いろんな形を勘案したら、最終的な責任

というのはどこになるかと言うたら、おのずからわかるということで私の答弁は終わりた

いと思います。 

○議長（髙野正君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（大星好史君） 北村議員の補助金の監査のことについてお答えさせてい

ただきます。 

 この件に関しては、統括官のほうは国の検査を説明していただいたと思うんですけれど

も、当然補助金ですので、国の検査というのは町に入ります。これは、協議会に支出して

いる分だけではなしに、当然ハードの整備の分、ということはミュージアムの改修費用で

あったりレストランの費用であったり、そういう設計から工事、協議会に出ている補助金、

これをひっくるめて全て検査は来ます。 

 美浜町といたしましては、国の検査に対して検査を受けるんですけれども、美浜町とい

たしましては、協議会のほうへ補助金として支出させていただいている関係上、やはり実

績報告なりの提出は当然受けなければならない物件でございます。それに対しても監査と

いうふうな形を必ずとっていきます。 

 それと、金額が補助金として大きいですので、最後にどかっとなかなか持ってきていた

だいても、抜けということはないですけれども、というところも十分考えられます。なの

で、例えば町の定例監査のような形で２カ月に１度または一月に１度監査していきたいな

というふうに思っておりまして、そこの部分については協議会の事務の方ともお話はして

おるところでございます。協議会の事務の方も、やはり一気に持っていくんじゃなしに、

少しずつ見てほしいよというか監査してほしいよというような意見もいただいていますの

で、そういう部分については当然監査していきます。 

 以上でございます。 

○議長（髙野正君） ４番、北村議員。 
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○４番（北村龍二君） 町長、ありがとうございましたというか、また私も誠意を持って

このプロジェクトには努力させていただきたいと、こう思います。 

 次の質問にいかせていただきます。 

 私の一般質問を振り返ってということですが、美浜町の議員にならせていただいて約３

年、町行政に従事している方々のご苦労は身にしみておるのが現状でございます。私ごと

きにこうして耳を傾けていただいている住民の皆様、執行部の皆様、同僚議員の皆様には、

日々感謝で頭の下がる思いでございます。 

 以前にも質問させていただいたと思うんですが、接遇の問題も日に日によくなっていく

のも私は実感しているところであります。中にはうーんと思う職員もおりますが、私自身

も至らぬ点が多々あろうかと思うところでございます。これも十人十色で、ある程度の個

性だと理解しております。若い職員の中には、北村議員、議会の活性化をよろしくお願い

しますと大声で言うていただいて、職員と議員は車で言えば両輪の片方ずつですと、考え

方の違いはありますが一緒に前を向いて走りましょうと、こういう考えを私に堂々と言っ

てくれる職員には好意を抱くところであります。改めて、日ごろより町長を初め職員の皆

様方のご努力と向上心のたまものだと感じさせられました。 

 そして、本題ですが、こういう前向きな発言もある中で、実際に前を向いていただいて

いるのか、とまっているのか、後ろ向いているのかを質問させていただきます。 

 １つ目、平成２８年第２回定例会、第４回定例会、平成２９年第１回定例会と３度にわ

たり質問させていただいたふるさと納税、少し取りかかりが遅くなったような気もします

が、順調に伸びている兆しがあるとお聞きもしており、うれしい限りではありますが、現

在の状況をお教えいただきたいと思います。 

 平成２８年第４回定例会、町有財産（和田西地区など）普通財産の売却についての進捗

状況、また、これに付随した平成２９年第２回定例会で税収増、人口減の抑制策について

で、遊休地を宅地化にすることで将来税収増、人口減にもつながるのではないかと質問さ

せていただきました。その後、普通財産などの売却は進展しましたか。 

 ３つ目、去年埋め立てが完成し、そろそろ１年になる下の池の今後はどうするおつもり

ですか。その後、地区と話し合いなどはしたのでしょうか。 

 以上３点、よろしくお願いします。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 北村議員の２点目でございます。北村議員の私の一般質問を振り

返ってという形の中で３項目ございます。 

 １点目、ふるさと納税の現在の状況はにお答えいたします。 

 ふるさと納税の現在までの状況ですが、１２月に入って急激に寄附額がふえてございま

して、歳入では当初予算に計上している寄附額を既に上回っており、歳出では返礼品と事

務手数料で予算が足りないかもしれないという状況になってきているところでございます。

これまでの地道な努力はもちろんですが、大きく伸びたのは、１１月後半からそれまでの
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インターネット取り扱い業者を１社から３社にふやしたこと、返礼品を取り扱う業者の品

目を地元産にこだわらず、ミカンや鶏肉などを加えたことが要因でございます。単にふる

さと納税をふやすという視点では順調ではありますが、これまで返礼品としてご協力いた

だいている地元特産品が同じペースで伸びているわけではないので、複雑な心境でもあり

ます。また、返礼品の割合を一定の率以下に抑えるように引き続き国のほうからの強い指

導があり、来年からはその対応も必要となりますので、楽観はできないと考えてございま

す。 

 ２つ目でございます。和田西の町有財産など、普通財産の売却は進展したかのお尋ねで

ございます。 

 以前より、普通財産のうち和田の旧公営住宅跡地につきましては売却の方向で取り組ん

でいるとお答えしてまいりました。この土地につきましては、現在鑑定評価が済んで、現

在は地目が道路の部分と宅地部分に分かれ、１２月中をめどに分筆及び地目変更の手続を

進めているところでございます。したがって、現時点では売却手続をするまでにはまだ

至ってございません。 

 ３つ目でございます。下の池を今後どうするのか、地区と話し合いをしたのかにお答え

いたします。 

 下の池の造成が完成して以来、和田西中区長や役員の方とこの件について具体的に話し

合いの場を持ったことはございません。今月末までには各地区からの要望も出てくる予定

でございます。 

 いつまでにどうするかという案は現在のところ持ち合わせていませんが、地区の要望を

お聞きするとともに、一方では売却の可能性も視野に入れて検討してまいりたいと、この

ように考えてございます。 

○議長（髙野正君） ４番、北村議員。 

○４番（北村龍二君） ふるさと納税の大躍進、すばらしいと私は思います。 

 １１月末でしたか、私が何げなく携帯電話をぽちぽちとさわっておりますと、北朝鮮が

ミサイルの兆候がある、美浜町がさとふる参戦、大相撲が問題あると。あれっと思って読

み直して、美浜町が全国版に、グーグルやったんですけれども、多分最初の始まりやった

と思うんです。全国版に美浜町がさとふる参戦とばちっと出ていたんです。私は思わずそ

のまま総務課まで走って、これすごいやないか、全国版やでというて話をしたんですけれ

ども、それがちょうど立ち上げて１日目ぐらいやったと思います。ほんならもうその次か

ら結構爆発的にというか、出ているということで、すごくうれしく思います。日ごろの努

力のたまものだなと、担当課、担当職員にはすごいなと。 

 そこには、おっしゃるようにミカンや鳥肉や、例えば鍋の材料やということで、町長も

おっしゃったように地元のやつは出ていないんですが、今いただけるものがあれば、言い

方は悪いですけれども、違反でなければどんどんいただいて、やめろと言われるまで、今

こういう時代ですから、税収アップには財源確保、税収アップに少しでもつながるかと思
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います。 

 こちらは、将来の展望をまだまだこれからどうしていくんやよとか、何件で幾らあるん

やよとかいうことが現状でわかられたら、それをまたお聞かせください。 

 もう一つは町有財産のほうなんですが、こちらも言えば税収アップ、先ほど田渕議員の

ときに紙をいただいたもの、第７次のあれがありましたよね。あれもこういう税収のとこ

ろはゼロでした。こういう普通財産も売っていけばと思います。 

 第１回定例会は、当時は現髙野議長がおっしゃったのを皮切りに２度程度質問させてい

ただいております。もちろん、議会で言うだけでなく、何度か総務にも足を運ばせていた

だいて、どうですかどうですかとお聞きしたことは覚えてはると思います。 

 また、言いますけれども、早う売りましょうよと、売ったほうが楽とちゃいますか、草

刈りもせんでええしと。転売した土地代金は町に入りますし、そこに町外の方が来ていた

だいてもろもろの税金、そこに住んでいただいた新たな住民さんの活躍、人口増、財産台

帳にもまだたくさんありますよね。何千坪、何百㎡、１万ぐらいあると思います。ふるさ

と納税じゃないですけれども、ヤフーの官公庁オークション、以前も言わせてもらったと

思います。約１，７５０ぐらいの自治団体の中で１，１００ぐらいが登録していると言っ

ておられます。真実は定かではないですが、それは明記されておりました。 

 そういう減り続ける人口と税収のカバー、普通財産の売却、これが一番効率がよいかと

思いますが、いかがですか。売却すると言っていただいて１年半ぐらいたっているんです

が、いろんな障害があると思いますが、手続にそれぐらいやっぱり時間かかるんでしょう

ね。と思います。ぜひこの件もひとつお願いしたいなと思います。 

 そして、最後の質問なんですが、これはもちろんおっしゃるとおり、地区と町がお話し

されてということなんですが、これも、できれば憩いの広場を先頭に公園整備もできます

し、グラウンドゴルフ、ゲートボール、防災倉庫の置き場所、住宅地はなしとして、こう

いうお話も西中の皆さんから出ておりますので、早急にどちらにするかということでお願

いしたいと思います。 

 ただ、１点だけ、今まで出てけえへんかった中に売却というお言葉が入っておられまし

た、答弁の中に。この売却の意味をちょっと教えていただきたいなと。この３点、よろし

くお願いします。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 北村議員にお答えいたします。 

 １点目のふるさと納税、先ほど私自身ご答弁させていただいたとおり、インターネット

の取り扱い業者が１社から２つプラスしたということと、そして地元産ではないのを美浜

町のふるさと納税というような形でしたということが現実でございます。 

 だから、そういった形でいえば、もちろん地元産品もいろんな形で頑張ってくださって

おりまして、急激じゃないですけれども右肩上がりもしくは並行というような形なんです

けれども、その辺が逆バージョンでいえば痛しかゆしのところもあるかなというような形
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で思ってございます。 

 ただ、いろんな形で、北村議員がおっしゃるとおり、うちとこのふるさと納税という形

でございますので、うちのところの歳入ということで入ってくるのでございますので、そ

の辺につきましてはありがたいなと、その辺の認識も持ってございます。 

 続きまして、２点目の和田西の町有財産の売却ということでございますが、やっとここ

までこぎつけたというような状況でございまして、現時点でいえば分筆と、そして地目変

更ということで今進めておる状況でございますので、遅いというような形のお叱りもあろ

うかと思いますけれども、もうある程度めどがついておるというふうな状況でございます。

登記というようなことでございます。 

 そして、３点目の売却の可能性ということでございますが、今は下の池ということで埋

め立てをさせていただいて、フラットな土地というか空地ということでございますので、

その辺につきまして、私どもとしては売却の可能性も視野に入れながら、地区の方ともご

相談をしながら今後取り組んでいきたいなということで、私自身先ほどご答弁させていた

だいた次第でございます。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） 北村議員に、ふるさと納税の現状、状況について詳細をご

説明いたします。 

 午前中の田渕議員の質問の際に防災企画課のほうで提出いたしました行革の資料の中に

ふるさと納税という項目がありまして、そこに１２月６日現在で寄附額が５，６５５千円

というふうな金額が載ってございます。その後約１週間近くになってきて、２日ほど前の

状況ではこれがもう７，０００千円、８，０００千円というふうな感じになっています。 

 先ほど町長からもありましたように、１１月末に、具体的に名前を出してあれなんです

けれども、それまで楽天さんという業者１社でずっと来たところをＪＴＢふるさとチョイ

スさん、それとヤフーであるさとふるですか、この辺を同じくインターネットの取り扱い

業者に追加いたしまして、１１月末から本格的にこの業者さんも取り扱いをしていただい

たと。 

 ただ、実際伸びているのは楽天さんが扱っていますミカンが一番今主流で、用意をすれ

ば１日、２日ですぐに出てしまうというふうな状況です。一番出ているのは１口５千円の

ものと聞いてございます。ですので、５千円のものでそれが５，０００千、６，０００千

という増加につながっているわけですので、逆に件数で割りますと１，０００件というふ

うにカウントできるかと思います。 

 今後の展望というお話がございました。先ほど、これも町長からありましたように、４

月に当時の高市総務大臣より、とにかく返礼品を３割以下に抑えなさいという強い指導が

ありまして、県からも直接私のところへ何度かそういう話が来ているんですけれども、も

うちょっと待ってください、もうちょっと待ってくださいということで、せめて年末まで
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待ってくださいということで、今大体５割ぐらいの返礼率で来ているわけなんです。これ

がいつまで待ってもらえるかという部分がありまして、やはり年明けからは３割というと

ころに落ちつかせていかなければならないということがあります。 

 全国的に見ても、２年連続全国１位だった都城市で返礼率を、それまで５割から６割

だったらしいですけれども、それを３割に抑えたところ寄附額が激減したというふうな例

があります。１０分の１近くになったということですか、すごく激減したというふうな

ケースもあって、この辺が町長の答弁にもありました今後楽観できない部分と。引き続き、

総務大臣がかわりましたけれども、やはり３割という指導は継続されるということですの

で、この辺の対応次第で今後も同じような伸びが見込めるかどうかというのが変わってく

るかと思います。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） ４番、北村議員。 

○４番（北村龍二君） 最後になります。 

 ふるさと納税、そうですか。都城、四十何億たしかあったと思うんで４億ぐらいになっ

たということでしょうね、恐らく。それはもう結構です。 

 ちょこっと町長もおっしゃっていましたけれども、できれば地元のキュウリやトマト、

しらす、お米、イチゴ、この辺も一緒になって売れればなと思うところでございます。こ

れはすばらしいお話なので、これで結構です。 

 町有財産の件ですが、もちろん和田だけではないのはさっきも言わせてもろうたんです

けれども、今後こういうので税収アップしていっていただきたいなとちょこっと思うんで

す。どうですか。やっぱり大変なんでしょう。ちょっと僕、その大変さがわからん。担当

者ベースでそうなっているのか、果たして大変なのかというところ、それをちょっと知り

たいところがあります。 

 西中の下の池のことはよくわかりました。売却するということに対しての根拠は特にな

いということでよろしいでしょうか。 

 ちょっと１個だけ、町有財産のところだけお願いします。 

○議長（髙野正君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（福島教君） 旧和田団地の町有財産の売却についてのおくれている原因

は何かというあたりでございます。 

 実際、夏ぐらいに県のほうへこういう土地を売却する場合の手法についていろいろと教

えてもらいに行っていますので、その後、こういう分筆手続であるとか地目変更というの

をスムーズに進めていればもう少し早く売りに出すところまで行けていたのではないかと

いうのは、そのとおりだと思います。少しその辺の事務手続が遅くなったかげんで、今月

中に地目変更までやって１月には売りに出せるよというふうに今のところ考えているとい

うふうに、担当からは報告を受けているところでございます。 

 以上です。 
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○議長（髙野正君） しばらく休憩します。 

 再開は１４時３５分です。 

午後二時二〇分休憩 

   ―――・――― 

午後二時三十五分再開 

○議長（髙野正君） 再開します。 

 ３番、碓井議員の質問を許します。３番、碓井議員。 

○３番（碓井啓介君） 議長の許可を得ましたので、通告に従って質問させていただきま

す。 

 まず、１点目ですが、地域からも要望が出ていると思いますが、田井地区美浜大橋上流

の通学路について教えていただきたいと思います。 

 当該道路は通学路として指定されていますが、道路には歩道のない場所があり、そこは

車道以外は７５㎝程度の路側しかありません。しかも路側の外側はすぐガードレールに

なっており、もしものとき逃げる場所もありません。その上、制限速度は６０㎞になって

います。 

 想像してください、道路の端を通学している小学生の後方から６０㎞で走行している車

が追い越していくシーンを。非常に危険なことだと思いますが、町長のお考えを教えてく

ださい。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 碓井議員の１つ目でございます。田井地区通学路についてのご質

問で、通学路の危険性に対する私の考えについてお答えいたします。 

 ご質問にあるところの町道田井和田中央線美浜大橋から北に向けての約３５０ｍの区間

につきましては、上田井区より６月に通学路における交通安全対策をというご要望を頂戴

しているところでございます。 

 これを受けまして、まずは付近４カ所に通学路注意と標示した通行車両に注意喚起する

看板を設置するとともに、教育委員会や御坊警察署、道路管理者等の関係機関が参画する

美浜町通学路安全推進協議会での合同点検時におきまして現地を確認し、その有効策を協

議いたしてございます。 

 新しく歩道を設置するには周囲の状況から見て不可能であることから、現道の幅員構成

を改めまして、御坊市側の路側帯を可能な限り広げることとし、児童と通行する車両との

間のスペースを確保いたします。その上で、この路側帯に緑色のカラー舗装を施し、ドラ

イバーに対しまして通学路であることを視覚的に認識してもらい、車両速度の抑制を図る

とともに、歩行帯を明確化することで歩行者との接触事故の防止を図るものとします。 

 以上申し上げました当該区間における交通安全対策、路側帯の拡幅とグリーンベルトに

つきましては、平成３０年度におきまして社会資本整備総合交付金を活用して施工する予

定であり、現在国のほうに事業採択を求めているところでございます。 
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 さて、道路管理者や警察、学校、ＰＴＡなどといった各関係機関により構成されている

美浜町通学路安全推進協議会では、毎年、各町内各所におきまして通学路の交通安全に関

する課題が提起され、現地を見て回ってその解決策が検討されてございます。通学路にお

ける交通安全対策については、公共工事により対処可能なケースもあれば、工事では解決

できない、工事が行えないケースもございますので、この協議会の場で学校やご家庭での

交通安全指導や教育についてもお願いしているところでございます。 

○議長（髙野正君） ３番、碓井議員。 

○３番（碓井啓介君） では、再質問させていただきます。 

 まことに前向きなお答え、ありがとうございます。 

 ただいまの町長のご答弁によると、上田井地区の通学路については既に計画はでき上が

り、あとは交付金次第、平成３０年度において社会資本整備総合交付金を活用し施工する

予定であるとのことで、事業の採択を求めているということなのですが、これ、交付して

いただけるのが前提やと思います。していただけない可能性というのはあるのかというの

が一つと、それとカラー舗装、これをしていただけるということですけれども、この舗装

の幅はどれくらいになりますか。この２点、お願いします。 

○議長（髙野正君） 産業建設課長。 

○産業建設課長（河合恭生君） まず、事業採択の関係でございます。現在、県を通じて

要望しているところでございます。万が一採択されなかった場合においては、担当課とい

たしましては町単独でも施工しようというふうに考えてございます。ただ、まだ予算査定

前でございますので、これぐらいのコメントしかできかねます。 

 続きまして、幅でございます。今現在、当該箇所におきましては車道がそれぞれ３ｍず

つ、ご質問にもありましたように路側帯が両サイド７５㎝ずつというような状況でござい

ます。 

 ここの幅員構成を見直しまして、あくまでも計画ですけれども、車道の幅をそれぞれ

２５㎝ずつ、３ｍから２．７５に、それと西川のほうの路側帯を７５㎝から５０㎝、ここ

で７５㎝の幅が確保できますので、御坊市側のほうへそれを持っていきたいというふうに

考えてございます。結果として、御坊市側のご質問の箇所の路側帯につきましては１．５

ｍというふうに考えてございます。 

 ただ、再度施工前に現場でいろいろ設計を組んでいくに当たって、若干の減少幅という

のもあり得る可能性も十分にあります。 

 以上でございます。 

○議長（髙野正君） ３番、碓井議員。 

○３番（碓井啓介君） 町単でもやるという気概を持ったお答え、まことにうれしく思い

ます。では、これはもうこれでありがたいので、次にいかせてもらいます。 

 ２点目として、ことしの３月にもお尋ねしました陸上自衛隊和歌山駐屯地についてお尋

ねします。 
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 前回質問したときに、町長のお考えと私の考えはとても近いところにあると思い、また、

今後もいろんな機会を通じて駐屯地の整備を続けたいとの答弁をいただいていますが、あ

れから９カ月、何らかの進展はあったでしょうか、よろしくお願いします。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 碓井議員の２点目でございます。陸上自衛隊駐屯地についてのご

質問で、和歌山駐屯地の今後はにお答えいたします。 

 和歌山駐屯地の今後につきましては、去る３月議会でも碓井議員のご質問をいただいて

いるところでございます。 

 このときの答弁で、私はいろんな機会を通じて和歌山駐屯地の整備につきまして要望を

続ける所存であり、防衛省の整備計画にぜひのせていただけますよう陳情等を継続してま

いりますとお答えしてございます。 

 その後の経緯でございますが、３月末に今の外園司令が着任挨拶に見えたときや５５周

年記念式典の場など、繰り返し駐屯地拡張の要望をお伝えしていますし、伊丹駐屯地の創

立記念行事等々などに出席した際にも同様の要望を伝えているところでございます。 

 ９カ月の間で具体的な進展はございませんが、今後もそうなんですが、引き続きあらゆ

る機会で要望を継続してまいりたいなと、このように考えてございます。 

○議長（髙野正君） ３番、碓井議員。 

○３番（碓井啓介君） 具体的な進展はないと。確かに難しい問題だとは思いますが、こ

のまま放置しておいてよい問題でもないと思います。町長もいろいろなところに出席され

て努力されていると思います、いろんなところでお会いしますし。ですが、失礼ながら立

ち話とかご挨拶、こういう中だったらそうそう話は進展しないんではないかと。 

 ことしの夏、私は予備自衛官中央訓練というのに参加してきました、東京でありまして。

そのとき、いろんな階級のいろんな立場の人たちとお話ししたんですけれども、私が議員

であることを言わずに、和歌山駐屯地の今の状況、こういう広さや、津波が来たらつかる

んや、こういうことをお話ししたら口をそろえて言うのが、高台移転やなと、高台へかわ

らんといかんなと。でも美浜町に高台はないんやということを言ったら、ほんなら近くの

どこかよそへ行けばというようなお話になります。これは多分、自衛隊のほうからしたら

本心やと思います。町にいてる人はええように言ってくれますけれども、それが本来やと

思います。 

 私も、そのように陸上幕僚長ともお会いすることができたんで、この話もお伝えして、

また無理を言うこともあるかもわからん、また来させてもらうことがあるかもわかりませ

んというようなことは伝えているんですけれども、これもまた挨拶、立ち話の中の一つな

んで、これがどれだけの力を持つかといったら大したことないです。 

 そこで、当町では訓練会議が設定されていますが、当町のここに自衛隊があるというこ

との有利な面というのは訓練会議しかないです。逆に当町にとっては、自衛隊があるとい

うことにおいて物心両面において非常に大事な存在だと思っています。本当にうかうかし
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ていたら、いつの間にか移転が決まっていたというようなことになるかもわかりません。 

 本気で何とかしようと思うのであれば、まず住民の方々に納得してもらって広げる。広

げるんだったら松の木とかという話にもなると思うんで、まして応援もしてもらえる、そ

れくらいの計画を立てて臨まなければいけないと思います。 

 徳島に陸上自衛隊の部隊を持ってきたいというときに高知から持ってきました。高知に

今度また大きな部隊をつくるのに高台を用意しました。これ、みんなしているわけです。

それで各国会議員さんとかも使ってやっています。今、４７都道府県で陸上自衛隊の駐屯

地の唯一ないのが奈良県です。奈良県も今、一生懸命引っ張ろうとしています。やっぱり

国会議員の方も動いています。ですから、もっと本格的にちゃんと考えんとなかなかうま

くはいかんと思います。 

 そこで、私の考えなんですけれども、例えば今、毎年夏によその駐屯地から水際障害の

訓練に来ています。これ、宿泊はさざなみ荘でしています。そこで、和歌山駐屯地をかさ

上げ、拡張して５０人規模の宿泊施設を建設。自衛隊の宿泊施設は基本的に土足で動くの

で、バリアフリー化はしやすいと思います。そうなると、いざというときに５０人規模の

浸水しない福祉避難所になる可能性もあると思います。これは一例です。 

 これをつくるに当たって本当にうまく持っていけたら、確かに松林を切らないかんとか

そういうリスクはあります、町にとって。でも、お金を払わないかんこともないかもわか

りませんし、自衛隊のほうでしていただけることもあると思います。損な話ではないと思

います。 

 ですから、私みたいな者でもこういうことを考えられるんで、もうちょっとちゃんと皆

さん頭をひねって、うまく引っ張ってきていただきたい、もうちょっと考えていただきた

いと思うんです。町長、どう思われますか。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 碓井議員にお答えいたします。 

 私自身、今までもそうなんですけれども、ちゃんとという形の中でやってきたつもりで

ございます。その中で、碓井議員と差異があるようなところもあろうかと思いますけれど

も、和歌山県のほうもそうなんですけれども、防衛省の整備計画というような形の中で、

知事といろんな形の協議の中で記載してもらったケースもございます。ただ、悲しいかな

現時点ではそういった形が少しなくなっている状況もございます。 

 また、碓井議員の方がいろんな自衛隊等々について造詣が深いところもございますし、

いろんな形で教えていただきながら、私自身はそれこそ確実にやっていきたく思ってござ

いますし、今後もそうなんですけれども、きちんとした形でやっていきたいと思いますの

で、逆に今後ともいろんな形でご支援というんですか、アドバイスということで碓井議員、

よろしくお願いしたいなと思ってございます。 

 今、碓井議員がおっしゃった保安林の拡張等々もございますが、これに関しましたらば、

以前でございますが、保安林解除というような形のことになっておるような状況というこ
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とは碓井議員もご承知の中で今お話もあったかと思いますけれども、その辺も含めた中で、

今後も前向きに当然のことながら取り組んでまいりたいと、このように思ってございます

ので、改めまして碓井議員のいろんな形のご支援、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げたい

なと、このように思います。 

○議長（髙野正君） ３番、碓井議員。 

○３番（碓井啓介君） 今の町長の大変前向きな言葉、うれしく思います。 

 ほんまに自衛隊のことというか、美浜町のことを考えたらいててもらわないかんものや

と思います。１００人規模の会社と考えても大事なことやと思うんで、前を向いてやって

いきたいと思うんで、町長、またいろいろご相談に乗っていただけたらと思います。 

 すみません。そしたら、これで終わらせていただきます。 

○議長（髙野正君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

午後二時五十三分散会 

 再開は、あす１４日午前９時です。 

 お疲れさまでした。 


